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I 調査概要 

 

１．背景と目的 

人口減少、少子高齢化の進展、特に、単身・高齢夫婦の増加とともに、高齢者の生活・

暮らしへの不安は高まりつつある。 

また、高齢者が、住み慣れた地域で、生きいきと暮らしていくためには、高齢者の健康

を維持していくことも重要であり、健康寿命の延伸を図りつつ、安心して安全に暮らすこ

とができる住まいの確保・住み替え支援を図ることが必要である。 

このような住み替えは、高齢者のＱＯＬの向上や暮らしのアメニティの改善だけでな

く、地域産業の振興にも寄与するものと期待される。 

高齢者の住み替えを通じた新たな産業創出や事業者の育成は、介護分野への民間企業の

参入促進を図る政策の推進の効果も期待される。 

本調査研究は、高齢者の住み替えに対する意識をアンケート調査によって把握し、さら

に、高齢者の就労と住まいを融合した事例をヒアリング調査によって整理することを目的

として実施した。 

 

２．調査方法 

(１) ヒアリング調査（先進事例調査） 

対 象 ：６箇所 

調査方法：ヒアリングシートを事前送付の上、訪問によりヒアリングを実施。 

調査内容： 

・高齢者住宅・介護・生活支援事業に関連する取り組み状況 

（取り組み契機、運営形態、規模、施設・サービス内容・課題等） 

 

(２) アンケート調査（住み替え意識調査） 

対 象 ：①高齢者１，０００人 

②高齢者との同居者１，０００人 

調査方法：ＷＥＢ調査による。 

調査内容： 

・基本属性、現在の住まいの特性 

・高齢者住宅・介護・生活支援事業への関心 

・高齢者住宅に対する認知度 

・住み替えに対する意識 
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３．結果概要 

 

(１) ヒアリング調査 

１) 調査対象 

入居している高齢者に対して、就労促進や、生きがい向上、社会参加・交流の推進等

のサービスを展開している先進的な高齢者住宅を選定して、ヒアリングを実施した。 

新聞・雑誌記事等の文献検索やネットで紹介されている情報等を参考にして、先進的

な取り組みと考えられる 6事例を抽出した。 

 

図表 1 調査対象の概要 

名称 所在地 概要 
就労・生きがい・社会参加事

業等の主体 

北日本精機の高齢者向け

賃貸住宅 

北海道 

芦別市 

希望する入居者は、北日本精

機における作業参加（※ただ

し、現時点で事業中断中） 

株式会社北日本精機 

豊四季台団地 
千葉県 

柏市 

入居している高齢者の就労創

成を目指す 

東京大学高齢社会総合研究機

構・柏市・UR 都市機構 

シャロームつきみ野 
神奈川県

大和市 

入居者同士がボランティアで

支えあう高齢者住宅 

NPO 法人シニアネットワーク

さがみ 

農菜園と地域密着型高齢

者共同住宅「オードリー」 

新潟県 

新潟市 

農菜園での作業やアグリパー

ク等での農作業に参加するこ

とで、健康の維持増進と収入

の確保を図る 

八城商事株式会社 

密集市街地におけるまち

づくりエンアパートメン

ト「アイビスコート」 

大阪府 

大阪市 

「しごと付き」「あそび付き」

「安心付き」の高齢者共同住

宅 

社会福祉法人ヒューマンライ

ツ福祉協会 

島原生き生き横丁 
長崎県 

島原市 

商店街の空きスペースを利用

した高齢者住宅⇒高齢者の社

会参加を促進 

社会福祉法人瑠璃光会 
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図表 2 ヒアリング内容 

 

１．取り組みの実施に至った背景や問題意識 

 ２．取り組みの開始までの経緯（期間や段取りなど） 

 ３．提供されているサービスの具体的な内容 

 ４．取り組みの効果（入居者の声・自治体の声など） 

 ５．現状の課題・今後の方向性 

 ６．行政に対する要望事項 

 

２) 調査結果 

① 事業に取り組んだ背景・問題意識・経緯など 

いずれの事例においても、地域の活性化にどのように取り組むか、高齢者にどのよう

にして生きがいをもって充実した生活を送ってもらえばよいか、という目的意識を持っ

ている点は共通していた。 

地域密着型の企業や組織などが社会貢献として、「まちづくり」「地域社会の活性化」

という面でどのような活動を展開できるか、という観点で取り組みを進めている例も多

く、それが各事例のユニークさにつながっている面が大きい。必ずしも、高齢者の福祉

だけが目的として設定されているわけではなく、各事例とも目的意識は複合的、かつ、地

域の実情に即した形で設定されているため、事業活動も多様で、地域性の豊かな取り組

みが展開されている。 

また、高齢者住宅単独での取り組みを超えて、近隣地域との交流や関連する社会資源

との協力・連携など地域づくりが強く志向されていることも、共通する特徴となってい

る。 

 

例１ 島原生き生き横丁 商店街の空きスペースを活用して高齢者住宅を設置 

→商店街の活性化と入居高齢者の生きがい・社会参加

を目指す 

例２ 大阪市西成区の 

アイビスコート 

働く意欲を持つ高齢者に、安心して住める居住環境と

仕事を提供 

→高齢者住宅の1階に入居しているテナント店舗での

就労や、地域全体での就労斡旋を実施 

 

厚生労働省の施策や制度に乗って進められたケースが多いわけではなく、むしろ、厚

生労働省もしくはそれに関連する地方自治体の公的な資金が投入されている事例は稀

である。ただし、国土交通省が展開している「高齢者居住安定事業」のモデル事業とし

て展開されている事例については、建物の建築費の一定程度の補助が導入されている。 
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「まちづくり」の取り組み（特に高齢者の居住環境の整備）に、厚生労働省の施策が

どのように関連付けられていくべきか、いずれの事例においても事業実施主体は今後の

課題として挙げており、大都市圏で本格的な高齢化が進展する状況の中で検討していく

ことが喫緊の課題となるものと考えられる。 
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② 提供されているサービスの具体的な内容 

各事例の概要は、以下の通りである。 

 

図表 3 各事例において提供されているサービスの取り組み 

 

事例名 豊四季台団地 

取り組みの特徴 入居している高齢者の就労創成を目指す 

東京大学高齢社会総合研究機構・柏市・ＵＲ都市機構が連携して事業を推

進している 

提供されている 

サービスの内容 

 豊四季台団地に入居している高齢者の生活ニーズに合わせて、生きがい
就労を実現する取り組みを展開している。 

 具体的には、「農」「食」「保育」「生活支援」という４つの領域で計 7

事業を実施している。 

 「農」：休耕地を利用した都市型農業事業 
 「農」：団地敷地内を利用したミニ野菜工場事業 
 「農」：建替後リニューアル団地における屋上農園事業 
 「食」：コミュニティ食堂 
 「食」：移動販売・配色サービス 
 「保育」：保育・子育て支援事業 
 「生活支援」：生活支援・生活充実事業 

 現在、地域住民を対象にした就労セミナーを継続的に実施して、各事業
に参加する高齢者のマッチングを進めている。 

 

事例名 シャロームつきみ野 

取り組みの特徴 入居者同士がボランティアで支えあう高齢者住宅 

提供されている 

サービスの内容 

 頭がクリアで、他の入居者との共同生活が問題なく送ることができる高
齢者であれば、誰でも入居することができるグループハウスである

（注：グループホームではない）。 

 平成 11 年にオープンした。 
 住戸は全部で 14 戸である。 
 家賃や月 85,000 円が基本料金（居室タイプによって少し額は違う）。そ
れに管理費が月 45,000 円、水光熱費・電話代等がかかる。 

 入居者の生活を支援するために、住宅の運営全般を行なっている NPO

法人で「配食サービス」「ミニデイサービス」「家事支援サービス」「住

まいサービス」「移動サービス」を実施しており、入居者も参加して頂

ける場合には、サービスの担い手側として参加してもらっている。 

 入居者も NPO 法人の正会員として、運営にも参画している。月に 2回、全
入居者が集まる連絡会も実施しており、入居者もイベントの運営や食事

のメニュー・遠足などに至るまで一緒に検討している。 
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事例名 農菜園と地域密着型高齢者共同住宅「オードリー」 

取り組みの特徴 農菜園での作業やアグリパーク等での農作業に参加することで、健康の維

持増進と収入の確保を図る。 

提供されている 

サービスの内容 

 高齢者共同住宅であり、住戸は全部で 10 戸である。女性を対象として
おり、入居者は全て女性である。 

 平成 23 年にオープンした。 
 月額の利用料金は、136,000～140,000 円である。 
 国土交通省のモデル事業（「高齢者居住安定化モデル事業」）の案件であ
る。 

 農菜園が敷地内に隣接しており、入居者が農作業に従事している。国土
交通省のモデル事業では、“自立”意識が強い高齢者を対象としていた

こともあり、休耕地も活用して（農作業を行うことの効用等の）実証を

行ってきた。しかし、実際の入居者は要支援、要介護 1程度の方が中心

となっているため、本格的に労働するというよりも、隣接農菜園で気が

向いた際に作業するという方が現実的である。 

 当初は、県が運営するアグリパークに行って農作業をすることも想定し
ていた。アグリパークは平成 24 年 4 月にオープン予定だったが、建設

が遅れており、まだオープンしていない。また、入居者の現状も踏まえ

ると、隣接農菜園で十分と思われる。（アグリパークでの農作業をどの

ように取り込んでいくかは将来的な検討事項である。） 

 

事例名 島原生き生き横丁 

取り組みの特徴 商店街の空きスペースを利用して高齢者住宅を設置⇒高齢者の地域社会

との交流や社会参加を促進する。 

提供されている 

サービスの内容 

 商店街の空きスペースを活用した高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）で
ある。平成 18 年にオープンした。 

 1F はデイサービスセンターや喫茶コーナーが入っており、2F～5F が高
齢者向け優良賃貸住宅となっている。老人ホーム等と異なり、高齢者が

元気に安全で安心して居住できるようにバリアフリー化された高齢者

専用の賃貸マンションである。1DK（36 ㎡）が 18 戸、2DK（54 ㎡）が 6

戸の計 24 戸となっている。 

 入居者負担額は、1DK タイプでは月 28,300～43,800 円、2DK タイプでは
月42,500～60,000円。いずれも共益費5,000円と緊急通報体制費5,000

円が加算される 

 交流促進への取組については、①地域と入居者との交流、②入居者同士
の交流の二つに分けられる。①については、商店街に立地していると、特

に注力しなくても、入居者の買物等を通じて、普段から交わりや会話が

生じ、それを狙いとしている。②については、忘年会、新年会、餅つき

等の行事を開催してきたが、入居者のニーズも多様であるため、開催頻

度を減らしつつ試行錯誤しながら、進めている。 
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事例名 密集市街地におけるまちづくりエンアパートメント「アイビスコート」 

取り組みの特徴 「しごと付き」「あそび付き」「安心付き」の高齢者共同住宅 

提供されている 

サービスの内容 

 サービス付き高齢者住宅であり、住戸は全部で 28 戸である。 
 募集の段階で高齢者を対象にした形にしているので、入居者はほとんど
高齢者である。 

 平成 23 年にオープンした。 
 家賃は月 42,000～90,000 円（部屋の広さによって違いがある）。 
 国土交通省のモデル事業（「高齢者居住安定化モデル事業」）の案件であ
る。 

 アイビスコートは、単に高齢者が入居するだけではなく、交流・遊び・
仕事をサービスとして提供していることが特徴である。 

 5 階のコモンスペースＡが「遊び場」であり、他目的に活用している。
茶話会を催したり、みんなでテレビを見たりという形で日々活用されて

いる。また、当法人の職員であるエンサポーター（管理人）が 1名、日

中の時間帯常駐しており、年間を通じてイベントなどを企画・実行して

いる。なお、1階には訪問介護・訪問看護の事業所が配置されており、職

員が 24 時間駐在しているので、夜間何かあった場合には、そちらに連

絡して対応するようになっている（全ての住戸に緊急通報でつながって

いる）。 

 屋上にはコモンスペースＢとして菜園を設けており、入居者が相談しな
がら野菜や植木などを栽培している。一人では難しいことでも、みんな

で行えばできることは多い。 

 1 階には仕事場として、店舗（現在はうどん屋さん）にテナントして入
ってもらっている。その店舗に、入居者の方を雇ってもらう形になって

いる（スタートした当初は何名か勤務していた。ただし、現在は勤務し

ている人はいない）。また、地域の団体として生きがい就労事業団とい

う組織があり、そちらと共同して、入居者の仕事をあっせんしたりして

いる（同事業団から具体的な勤務場所に派遣される形になる）。そちら

を通じて就労している人もいる。 

 

（注）株式会社北日本精機の取り組みについては、現在中断していることもあり、掲載し

ていない。 
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③ 取り組みの効果（入居者の声・自治体の声など） 

各事例において指摘されている効果は、以下の通りである。 

 

図表 4 各事例において指摘されている効果 

 

事例名 取り組みの効果（入居者の声・自治体の声など） 

豊四季台団地  働くことで、体を動かすという点が大きな効果と考えられている。 

 お金のためだけではなく、人と会ったり、出かける場所をつくる、誰

かの役に立つ、ということが大切なポイントである。 

 本事業は、JST（科学技術振興機構）のモデル事業にもなっており、そ

の事業において、生きがい就労の効果検証を具体的に行なうことにな

っている。 

シャロームつきみ野  一人暮らしから解放されて、他の入居者とふれあいながら、また、各

種イベントへの参加や共同作業を通して、充実した生活を送ることが

できる。 

農菜園と地域密着型

高齢者共同住宅「オー

ドリー」 

 農作業やそれにつづく料理や食といった点で、入居者同士の交流・コ

ミュニケーションが深まり、お互いの支え合いにつながっている。 

 都市部でも、「食」「料理」という切り口を前面に出せば、高齢者の生

きがい向上やコミュニケーションにつなげることが可能ではない

か。。 

密集市街地における

まちづくりエンアパ

ートメント「アイビス

コート」 

 入居者については、引っ越してくる前は風呂やトイレも共同の住宅に

住んでいた人も多く、きちんとした住まいに住むことができて有難い

という声が多い。 

 エンサポーター（住宅全体のお世話役・・・運営主体である社会福祉

法人の職員）がいるので安心という声も多い。 

島原生き生き横丁  商店街の活性化に貢献している。 

 入居者は、誰にも気兼ねなく、自分らしい生活を送れることが大きな

メリットと認識されている。 

 入居者同士で安否確認がなされており、お互いの支え合いにつながっ

ている。 

 

（注）株式会社北日本精機の取り組みについては、現在中断していることもあり、掲載し

ていない。 
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④ 現状の課題・今後の方向性 

各事例において指摘されている現状の課題・今後の方向性は、以下の通りである。 

 

図表 5 各事例において指摘されている現状の課題・今後の方向性 

 

事例名 取り組みの効果（入居者の声・自治体の声など） 

豊四季台団地  就労のメニューとして、現在のところ、体を動かすものが多いが、頭
を使うメニューも拡大していく必要があるのではないかと考えて

いる。 

 パートナーとなって取り組みに参加してくれる事業者を募ること
が大きな課題である。高齢者を雇用することに不安を持つ企業が多

い。アイディアには賛同してくれても、実際にパートナーとして参

加して頂ける企業は少ないのが現状である。今後は、成功事例を作

って、「高齢者を雇用すると、こういうメリットがある」という点

を積極的にＰＲしていくことも必要であろう。 

 事業統括組織を立ち上げて、高齢者の人材斡旋・就労斡旋の業務を
行うことになると、規制の厳しい制度のもとで、どのような仕組み

を構築していけばよいか、今後の検討課題である。 

シャロームつきみ野  「就労」そのものを提供するサービスは、現状ではない。入居者の
平均年齢が 80 代なので、「就労」というステージではないのではな

いか。 

農菜園と地域密着型

高齢者共同住宅「オー

ドリー」 

 入居者の中に、“いつも接している職員に訪問介護サービスもして
もらえると安心”という要望が強くなっていることも認識してい

る。このような要望に対して、応えていかねばならない時期がじき

に来ると思う。 

 入居者数が多くなるほど、ニーズも多様になっていく。現体制でこ
れに対応していくには課題も多い。 

 入居者募集活動をどのように展開していくかが今後の課題である。
密集市街地における

まちづくりエンアパ

ートメント「アイビス

コート」 

 入居者もどんどん高齢になっていくので、認知症の症状が出た
時、あるいは病気になって重くなっていった時にどのように対応す

ればよいか。 

 立ち上げの時に、ここが「高齢者の施設」であるというイメージが
先行してしまった傾向があり、そのイメージを払しょくするのに苦

労した。 

 高齢者が引っ越すということに、大きな労力が伴うので、引っ越し
というハードルを超えることが難しい。 

島原生き生き横丁  時間とともに入居者の年齢も必ず上がっていく。入居者の年齢層が
上がってくると介護サービスを必要とする人も増えてくる。高齢者

住宅を“終の棲み家”としたいが、問題は認知症の発生である。認

知症が発症してしまうと住み続けることが困難となる。 

 介護サービスを必要とする入居者には、介護付き有料老人ホームと
しての対応もしてあげたいという考えもあるが、介護付き有料老人

ホームになると、全施設の入居料や地域全体の介護保険料の増加に

つながってしまう。どのようにサービスを展開していくかは検討中

であり、大きなジレンマである。 

（注）株式会社北日本精機の取り組みについては、現在中断していることもあり、掲載し

ていない。 
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⑤ 行政への要望事項 

ヒアリングにおいて指摘された行政への要望事項を整理すると、以下の通りである。 

 

 地方自治体にも、高齢者住宅事業をどのように進めていくか、地域の活性化をどのよ

うに進めていくか、ビジョンを作ってほしい。 

 介護サービスも高齢者住宅も、トータルで考えることが原則である。介護制度、住宅

を別々で最適化しても、生活者の生活全般を考えたものでないと、制度自体が生かさ

れないのではないか。 

 鉄筋コンクリートのマンションを建てることができる事業者は少ないが、アパートな

らより多くの事業者が建設可能である。その入居者すべてを高齢者にするというのは

難しいが、そこに一定の割合で高齢者が居住しており、これをエリア担当の介護員が

巡回してケアするサービスを展開して、そうした事業に対して、補助を拠出するとい

う仕組みが成立することが望ましい。これが地域全体で介護コストを下げることにつ

ながる。 

 入院に至る前段階の予防医療のシステムを構築すべきではないか。 

 高齢者には“上げ膳据え膳”がよいだろうという安易な考えが高齢者の自立を阻むこ

とがある。手助けしすぎないことが重要であるという認識を持って、今後の施策検討

を行って頂きたい。 

 生活保護が市町村の財政を圧迫している現在、生活保護の必要がないように、高齢者

に働く場を提供することも重要である。 

 高齢者の就労促進の事業を行なう上で、人材派遣的な事業を具体化していこうとする

と、制度上の制約も出てくると考えられる。具体的にどのような制約があるかはまだ

明確でない部分が多いが、柔軟な制度運用をして頂けると有難い。 

 国交省は高齢者の街なか居住を進めようとしているが、そのために必要なサービスは

厚労省の管轄下にあるものが多い。従って、もし社会保障のコストを低減するため

に、地域全体として高齢者の街なか居住を進めていくということであれば、厚労省に

は市街地における安心を与えるためのソフトが普及していくように、県や市町村を啓

発してもらいたいし、厚労省と国土交通省がより一層協力・連携していくことを期待

している。 

 高齢者専用賃貸住宅の認知度向上、国民の関心喚起に向けた努力をしてほしい。事業

者が努力していて、それを関係者、行政等が応援しているという状況をつくっていた

だきたい。 

 地域包括ケアシステムが大きくクローズアップされてきており、建物自体の位置づけ

が国土交通省と厚生労働省の境界領域に存在しているので、そうしたところにも動き

やすくなるようにバックアップをしてほしい。より一層、国土交通省・厚生労働省が

協力・連携していくことが求められる。 
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 介護保険を利用しているケースで、要介護度が軽くなった人については公的支援を検

討してほしい。その高齢者本人に対する直接的な援助でなくても、その高齢者を面倒

みている組織・職種等への補助であってもよい。実際には、要介護 1から要支援にな

ると、利用できるサービスやコスト負担が減少してしまうので、逆に困るケースが出

ている。社会全体の保険コストを低減するためには、介護予防にも補助をしてほしい。

（自動車の損害保険であれば、無事故無違反を続けると、保険料が安くなる仕組みが

あるので、そうしたものを参考にできるのではないか） 



12 

(２) アンケート調査（住み替え意識調査） 

高齢者１，０００人及び高齢者との同居者１，０００人を対象に住み替え等に対する意

識調査を実施した。主な結果は以下のとおり。 

 

１) 高齢者調査 

① 今後の暮らしについての心配事項 

今後の暮らしについての心配事項は、｢病気や健康状態が悪くなる (64.1%)」が最

も多く、次いで、｢年金など社会保障制度の将来の見通し(53.5%)」、｢生活費の不足

(32.3%)」、｢特にない (17.8%)」、｢買い物や外出などがひとりできなくなる

(16.6%)」、｢食事や入浴などがひとりでできなくなる (16.1%)」の順であった。 

 

② 健康状態に不安を感じた場合の住居について 

今後、病気等により健康状態に不安を感じた場合の住居については、｢改修はぜず

住み続ける (47.0%)」が最も多く、次いで、｢改修して住み続ける (25.2%)」、｢条件

があえば住み替えたい (22.9%)」、｢住み替えたい・住み替える予定である (4.9%)」

の順であった。 

 

③ 就労意向について 

就労意向については、｢働きたいと思わない (42.7%)」が最も多く、次いで、｢でき

るだけ長く自分に合った条件で働きたい (31.1%)」、｢ボランティアやコミュニティ活

動など社会貢献を優先したい (22.6%)」の順であった。 

 

④ 高齢者用の住まいの認知度 

高齢者用の住まいの認知度は、｢特別養護老人ホーム (88.5%)」が最も多く、次い

で、｢有料老人ホーム (87.6%)」、｢ケアハウス (56.8%)」、｢グループホーム 

(52.7%)」、｢老人保健施設 (52.2%)」、｢サービス付き高齢者向け住宅 (41.9%)」の順

であった。 

 

２) 高齢者との同居者調査 

① 対象家族が今後の暮らしで心配していると思うこと 

対象家族が今後の暮らしで心配していると思うことは、｢病気や健康状態が悪くな

る (70.7%)」が最も多く、次いで、｢年金など社会保障制度の将来の見通し

(34.6%)」、｢生活費の不足(31.9%)」、｢食事や入浴などがひとりでできなくなる 

(25.4%)」、｢買い物や外出などがひとりできなくなる (20.2%)」、｢特にない (13.9%)」

の順であった。 
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② 対象家族が健康状態に不安を感じた場合の住居について 

対象家族が今後、病気等により健康状態に不安を感じた場合の住居については、｢改

修して住み続けてほしい (40.0%)」が最も多く、次いで、｢改修はせずに住み続けて

ほしい (37.5%)」、｢条件があえば住み替えてほしい (17.7%)」、｢住み替えてほしい（予

定を含む） (4.9%)」の順であった。 

 

③ 対象家族の就労について 

対象家族の就労については、｢働いてほしいとは思わない (49.9%)」が最も多く、次

いで、｢できるだけ長く自分に合った条件で働いてほしい (38.6%)」、｢ボランティア

やコミュニティ活動など社会貢献を優先してほしい (9.0%)」の順であった。 

 

④ 高齢者用の住まいの認知度 

高齢者用の住まいの認知度は、｢特別養護老人ホーム (89.0%)」が最も多く、次い

で、｢有料老人ホーム (79.7%)」、｢グループホーム (60.3%)」、｢ケアハウス 

(59.1%)」、｢老人保健施設 (53.2%)」、｢サービス付き高齢者向け住宅 (34.5%)」の順

であった。 

 

⑤ 対象家族の高齢者住宅などの入居について 

対象家族の高齢者住宅などの入居については、｢家族でのサポートが難しくなった

ら入居を考える (42.4%)」が最も多く、次いで、｢わからない (18.1%)」、｢（この先

ずっと）高齢者住宅などへの入居は考えていない (16.9%)」、｢介護が必要になったら

入居を考える (14.5%)」の順であった。 
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II 実態調査（アンケート調査） 

１．65 歳以上対象調査 

(１) 属性 

１) 性別 

性別は、｢男性 (78.0%)」・｢女性 (22.0%)」であった。 

 

図表 6 性別 

(n=1030)

男性
78.0%

女性
22.0%

 

性別
単一回答 Ｎ ％

1 男性 803 78.0

2 女性 227 22.0

全体 1030 100.0

№
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２) 居住地（都道府県別） 

居住地（都道府県別）は、｢東京都(13.5%)」が最も多く、次いで、｢神奈川県 

(12.8%)」、｢千葉県 (8.3%)」、｢埼玉県 (7.9%)」・｢大阪府 (7.9%)」の順であった。 

図表 7 居住地（都道府県別） 

(n=1030)
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潟
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岡
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県
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県

京
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府

大
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兵

庫

県
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歌

山

県

鳥

取
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島

根

県

岡

山

県
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島

県

山

口

県
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島

県

香

川

県

愛
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県

高

知

県

福
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都道府県
単一回答 Ｎ ％

1 北海道 42 4.1
2 青森県 4 0.4
3 岩手県 5 0.5
4 宮城県 11 1.1
5 秋田県 3 0.3
6 山形県 6 0.6
7 福島県 7 0.7
8 茨城県 20 1.9
9 栃木県 14 1.4
10 群馬県 12 1.2
11 埼玉県 81 7.9
12 千葉県 85 8.3
13 東京都 139 13.5
14 神奈川県 132 12.8
15 新潟県 8 0.8
16 富山県 5 0.5
17 石川県 9 0.9
18 福井県 4 0.4
19 山梨県 5 0.5
20 長野県 9 0.9
21 岐阜県 13 1.3
22 静岡県 25 2.4
23 愛知県 46 4.5
24 三重県 10 1.0
25 滋賀県 15 1.5
26 京都府 20 1.9
27 大阪府 81 7.9
28 兵庫県 72 7.0
29 奈良県 15 1.5
30 和歌山県 6 0.6
31 鳥取県 1 0.1
32 島根県 2 0.2
33 岡山県 18 1.7
34 広島県 9 0.9
35 山口県 9 0.9
36 徳島県 5 0.5
37 香川県 7 0.7
38 愛媛県 6 0.6
39 高知県 3 0.3
40 福岡県 32 3.1
41 佐賀県 3 0.3
42 長崎県 1 0.1
43 熊本県 6 0.6
44 大分県 9 0.9
45 宮崎県 5 0.5
46 鹿児島県 6 0.6
47 沖縄県 4 0.4
全体 1030 100.0

№
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３) 居住地（地域別） 

居住地（地域別）は、｢関東地方 (46.9%)」が最も多く、次いで、｢近畿地方 

(20.3%)」、｢中部地方 (13.0%)」、｢九州地方 (6.4%)」の順であった。 

 

図表 8 居住地（地域別） 

(n=1030)

東北地方
3.5%

関東地方
46.9%

中部地方
13.0%

近畿地方
20.3%

中国地方
3.8%

四国地方
2.0%

九州地方
6.4% 北海道

4.1%

 

地域
単一回答 Ｎ ％

1 北海道 42 4.1

2 東北地方 36 3.5

3 関東地方 483 46.9

4 中部地方 134 13.0

5 近畿地方 209 20.3

6 中国地方 39 3.8

7 四国地方 21 2.0

8 九州地方 66 6.4

全体 1030 100.0

№
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４) 職業 

職業は、｢無職 (33.6%)」が最も多く、次いで、｢その他 (25.7%)」、｢専業主婦

（主夫） (15.3%)」、｢自営業 (8.5%)」、｢パート・アルバイト (6.9%)」、｢経営者・

役員 (3.9%)」の順であった。 

 

図表 9 職業 

(n=1030)

自由業
1.7%

専業主婦(主夫)
15.3%

パート・アルバイ
ト
6.9%

学生
0.1%

その他
25.7%

無職
33.6%

自営業
8.5%

会社員(技術系)
1.7%

会社員(その他)
1.5%

会社員(事務系)
1.0%経営者・役員

3.9%

公務員
0.1%

 
職業
単一回答 Ｎ ％

1 公務員 1 0.1

2 経営者・役員 40 3.9

3 会社員(事務系) 10 1.0

4 会社員(技術系) 17 1.7

5 会社員(その他) 15 1.5

6 自営業 88 8.5

7 自由業 18 1.7

8 専業主婦(主夫) 158 15.3

9 パート・アルバイト 71 6.9

10 学生 1 0.1

11 その他 265 25.7

12 無職 346 33.6

全体 1030 100.0

№
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(２) 健康状態 

現在の健康状態は、｢健康である(60.1%)」が最も多く、次いで、｢健康とはいえな

いが、日常生活に支障はない (38.8%)」、｢日常生活を送るためには、手助けが必要で

ある (1.1%)」の順であった。 

 

図表 10 健康状態 

(n=1030)

健康である
60.1%

日常生活を送る
ためには、手助
けが必要である

1.1%

健康とはいえな
いが、日常生活
に支障はない
38.8%

 
Q1
単一回答 Ｎ ％

1 健康である 619 60.1

2
健康とはいえないが、日常生活に支障はな
い

400 38.8

3
日常生活を送るためには、手助けが必要で
ある

11 1.1

全体 1030 100.0

№
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１) 要介護度認定 

健康状態が｢健康とはいえないが、日常生活に支障はない」・｢日常生活を送るた

めには、手助けが必要である」の場合の要介護度認定は、｢認定を受けていない 

(96.0%)」が最も多く、次いで、｢要支援１ (1.2%)」・｢要支援 2 (1.2%)」、｢要介護

２ (0.5%)」・｢要介護３ (0.5%)」の順であった。 

 

図表 11 要介護認定 

(n=411)

認定を受けて
いない
96.0%

要介護２
0.5% 要介護３

0.5%
要介護４
0.2%

要介護１
0.2%

要支援２
1.2%

要支援１
1.2%

要介護５
0.2%

 
Q2
単一回答 Ｎ ％

1 要支援１ 5 1.2

2 要支援２ 5 1.2

3 要介護１ 1 0.2

4 要介護２ 2 0.5

5 要介護３ 2 0.5

6 要介護４ 1 0.2

7 要介護５ 1 0.2

8 認定を受けていない 394 95.9

全体 411 100.0

№
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(３) 世帯人数 

世帯人数は、｢2人 (58.6%)」が最も多く、次いで、｢3人 (20.1%)」、｢1人 (12.1%)」、｢4

人 (4.9%)」、｢5 人以上 (4.3%)」の順であった。 

 

図表 12 世帯人数 

(n=1030)

　1人
12.1%

　2人
58.6%

　3人
20.1%

　4人
4.9%

　5人以上
4.3%

 
Q3
単一回答 Ｎ ％

1 　1人 125 12.1

2 　2人 604 58.6

3 　3人 207 20.1

4 　4人 50 4.9

5 　5人以上 44 4.3

全体 1030 100.0

№
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(４) ひとりではできない家事や作業を頼る人について 

ひとりではできない家事や作業を頼る人については、｢同居の家族（親・子等）

(60.4%)」が最も多く、次いで、｢別居の家族（親・子等） (28.2%)」、｢いない 

(13.3%)」、｢友人 (9.4%)」、｢近所の人 (8.2%)」の順であった。 

 

図表 13 ひとりではできない家事や作業を頼る人 

(n=1030)

60.4

28.2

8.2

9.4

4.1

13.3

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同居の家族（親・子等）

別居の家族（親・子等）

近所の人

友人

その他

いない

わからない

 

Q4
複数回答 Ｎ ％

1 同居の家族（親・子等） 622 60.4

2 別居の家族（親・子等） 290 28.2

3 近所の人 84 8.2

4 友人 97 9.4

5 その他 42 4.1

6 いない 137 13.3

7 わからない 23 2.2

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 5 その他

1 配偶者

2 近所の親戚

3 介護ヘルパー　訪問看護士

4 施設の職員

5 暮らしサポ－トの会のヘルパ－を頼む（有料）

6 お手伝いさん、庭師

7 ケアセンターの職員

8 ダスキンのお手伝い

9 リホーム業者に頼む  
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(５) 1 ヶ月の世帯収入 

1 ヶ月の世帯収入（税込み）は、｢20 万円～30 万円 (28.5%)」が最も多く、次いで、｢30

万円～50 万円 (23.4%)」、｢15 万円～20 万円 (11.6%)」、｢50 万円～100 万円 

(9.3%)」、｢10 万円～15 万円 (6.8%)」、｢10 万円未満 (2.6%)」の順であった。 

 

図表 14 1 ヶ月の世帯収入 

(n=1030)

　10万円未満
2.6%

　10万円～15
万円未満
6.8%

　15万円～20
万円未満
11.6%

　20万円～30
万円未満
28.5%

　30万円～50
万円未満
23.4%

　50万円～100
万円未満
9.3%

　100万円以上
4.4%

　わからない・
答えたくない
13.4%

 
Q5
単一回答 Ｎ ％

1 　10万円未満 27 2.6

2 　10万円～15万円未満 70 6.8

3 　15万円～20万円未満 119 11.6

4 　20万円～30万円未満 294 28.5

5 　30万円～50万円未満 241 23.4

6 　50万円～100万円未満 96 9.3

7 　100万円以上 45 4.4

8 　わからない・答えたくない 138 13.4

全体 1030 100.0

№
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(６) 主な収入源 

世帯収入のうち、主な収入源は、｢年金や恩給(80.4%)」が最も多く、次いで、｢働

いて得た収入 (16.3%)」、｢不動産等の収入（家賃等） (2.3%)」の順であった。 

 

図表 15 主な収入源 

(n=1030)

年金や恩給
80.4%

不動産等の収入
（家賃等）
2.3%

その他
0.8%

仕送り等
0.2%

働いて得た収入
16.3%

 
Q6
単一回答 Ｎ ％

1 働いて得た収入 168 16.3

2 年金や恩給 828 80.4

3 仕送り等 2 0.2

4 不動産等の収入（家賃等） 24 2.3

5 その他 8 0.8

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 5 その他

1 年金と配偶者の給与

2 年金と家賃等の収入

3 年金＋福祉

4 厚生年金と娘夫婦の収入

5 配当金  
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(７) 住居の種類 

住居の種類は、｢自己所有の戸建て (69.3%)」が最も多く、次いで、｢自己所有のマ

ンション (17.0%)」、｢民間の賃貸住宅 (7.4%)」、｢公営の賃貸住宅 (5.2%)」の順であ

った。 

 

図表 16 住居の種類 

(n=1030)

自己所有の戸建
て
69.3%

自己所有のマン
ション
17.0%

公営の賃貸住宅
5.2%

民間の賃貸住宅
7.4%

その他
1.1%

 
Q7
単一回答 Ｎ ％

1 自己所有の戸建て 714 69.3

2 自己所有のマンション 175 17.0

3 公営の賃貸住宅 54 5.2

4 民間の賃貸住宅 76 7.4

5 その他 11 1.1

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 5 その他

1 家族所有の戸建て

2 社宅  
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(８) 住宅関係の月額費用（家賃・ローン等） 

住居の住宅関係の月額費用（家賃・ローン等）は、｢既に完済している・費用を負

担していない (77.9%)」が最も多く、次いで、｢5 万円～10 万円未満 (8.3%)」、｢5 万

円未満 (8.0%)」、｢10 万円～15 万円未満 (4.1%)」の順であった。 

※複数の住宅について支払っている場合は、合計の金額 

 

図表 17 住宅関係の月額費用（家賃・ローン等） 

(n=1030)

　既に完済して
いる・費用を負担
していない
77.8%

　10万円～15万
円未満
4.1%

　15万円～20万
円未満
0.9%

　5万円～10万
円未満
8.3%

　5万円未満
8.0%

　20万円以上
0.9%

 

Q8
単一回答 Ｎ ％

1 　既に完済している・費用を負担していない 802 77.9

2 　5万円未満 82 8.0

3 　5万円～10万円未満 86 8.3

4 　10万円～15万円未満 42 4.1

5 　15万円～20万円未満 9 0.9

6 　20万円以上 9 0.9

全体 1030 100.0

№
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(９) 住居の部屋数 

住居の部屋数は、｢5 部屋以上 (61.3%)」が最も多く、次いで、｢4 部屋 (22.4%)」、｢3

部屋 (11.0%)」、｢2 部屋 (4.2%)」、｢1 部屋 (1.1%)」の順であった。 

 

図表 18 住居の部屋数 

(n=1030)

　1部屋
1.1%

　2部屋
4.2%

　3部屋
11.0%

　4部屋
22.4%

　5部屋以上
61.3%

 
Q9
単一回答 Ｎ ％

1 　1部屋 11 1.1

2 　2部屋 43 4.2

3 　3部屋 113 11.0

4 　4部屋 231 22.4

5 　5部屋以上 632 61.3

全体 1030 100.0

№
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(１０) 住居の築年数 

住居の築年数は、｢築 20 年以上 (64.5%)」が最も多く、次いで、｢築 15 年未満

(11.4%)」、｢築 20 年未満 (9.9%)」、｢築 10 年未満 (7.3%)」の順であった。 

 

図表 19 住居の築年数 

(n=1030)

築15年未満
11.4%

築20年未満
9.9%

築20年以上
64.5%

築3年未満
1.4%

新築（築1年未
満）
0.3%

築5年未満
2.2%
築10年未満
7.3%

借家のため、
わからない
2.5%

その他
0.5%

 
Q10
単一回答 Ｎ ％

1 新築（築1年未満） 3 0.3

2 築3年未満 14 1.4

3 築5年未満 23 2.2

4 築10年未満 75 7.3

5 築15年未満 117 11.4

6 築20年未満 102 9.9

7 築20年以上 665 64.6

8 借家のため、わからない 26 2.5

9 その他 5 0.5

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 9 その他

1 戦前より　不明  
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(１１) 住環境で困っていることについて 

住環境で困っていることについては、｢特にない (38.3%)」が最も多く、次いで、｢住

宅の老朽化 (29.0%)」、｢地震・台風など自然災害への不安 (27.0%)」、｢段差や階段な

どがある (18.9%)」、｢住宅の間取り（狭い・使いにくい） (13.6%)」、｢防犯上の不安 

(10.1%)」の順であった。 

 

図表 20 住環境で困っていること 

(n=1030)

13.6

29.0

18.9

27.0

10.1

7.4

2.5

1.6

8.0

6.3

9.4

1.7

38.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住宅の間取り（狭い・使いにくい）

住宅の老朽化

段差や階段などがある

地震・台風など自然災害への不安

防犯上の不安

家族や親類が近くにいない

知人や友人が近くにいない

働く場所が近くにない

買い物などの日常生活が不便

医療・福祉施設などが遠い

公共交通が不便

その他

特にない

 

Q11
複数回答 Ｎ ％

1 住宅の間取り（狭い・使いにくい） 140 13.6

2 住宅の老朽化 299 29.0

3 段差や階段などがある 195 18.9

4 地震・台風など自然災害への不安 278 27.0

5 防犯上の不安 104 10.1

6 家族や親類が近くにいない 76 7.4

7 知人や友人が近くにいない 26 2.5

8 働く場所が近くにない 16 1.6

9 買い物などの日常生活が不便 82 8.0

10 医療・福祉施設などが遠い 65 6.3

11 公共交通が不便 97 9.4

12 その他 18 1.7

13 特にない 395 38.3

全体 1030 100.0

№

 



32 

１) その他の内容 

№ 12 その他

1 近所付き合いがうるさい

2 医療機関はあるが程度が非常に低い

3 交通機関の排気ガス

4 二所帯住宅の空き分の活用性

5 日当たりが少ない。庭がない

6 やかましい（学校が近い）

7 駐車場が小型車まで

8 広すぎる

9 子供が独立しどの部屋も残された物で満杯

10 上下・左右の家の騒音

11 文化施設が遠い  



33 

(１２) 今後の暮らしについての心配事項 

今後の暮らしについての心配事項は、｢病気や健康状態が悪くなる (64.1%)」が最

も多く、次いで、｢年金など社会保障制度の将来の見通し(53.5%)」、｢生活費の不足

(32.3%)」、｢特にない (17.8%)」、｢買い物や外出などがひとりできなくなる

(16.6%)」、｢食事や入浴などがひとりでできなくなる (16.1%)」の順であった。 

 

図表 21 今後の暮らしについての心配事項 

(n=1030)

64.1

53.5

32.3

3.3

9.8

16.1

16.6

1.7

17.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病気や健康状態が悪くなる

年金など社会保障制度の将来の見通し

生活費の不足

話し相手がいない

働きたくても仕事がない

食事や入浴などがひとりでできなくなる

買い物や外出などがひとりできなくなる

その他

特にない

 

 

Q12
複数回答 Ｎ ％

1 病気や健康状態が悪くなる 660 64.1

2 年金など社会保障制度の将来の見通し 551 53.5

3 生活費の不足 333 32.3

4 話し相手がいない 34 3.3

5 働きたくても仕事がない 101 9.8

6 食事や入浴などがひとりでできなくなる 166 16.1

7 買い物や外出などがひとりできなくなる 171 16.6

8 その他 18 1.7

9 特にない 183 17.8

全体 1030 100.0

№
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１) その他の内容 

№ 8 その他

1 就業不能

2 認知症になるのではないか

3 妻が難病、自分心筋梗塞の身障者

4 引っ越し先と住宅の購入資金不足

5 現時点で一人では外出できません

6 教養がないになりたくない

7 近所に優れた医者がいない

8 一人暮らしになった時

9 なるべく迷惑のかからない死に方を考え中

10 子供が結婚していない

11 跡継ぎがいないので墓や仏壇の守り手が無いこと  
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(１３) 健康状態に不安を感じた場合の住居について 

今後、病気等により健康状態に不安を感じた場合の住居については、｢改修はぜず

住み続ける (47.0%)」が最も多く、次いで、｢改修して住み続ける (25.2%)」、｢条件

があえば住み替えたい (22.9%)」、｢住み替えたい・住み替える予定である (4.9%)」

の順であった。 

 

図表 22 健康状態に不安を感じた場合の住居について 

(n=1030)

改修はせず住み
続ける
47.0%

改修して住み続
ける
25.2%

条件があえば住
み替えたい
22.9%

住み替えたい・
住み替える予定

である
4.9%

 
Q13
単一回答 Ｎ ％

1 改修はせず住み続ける 484 47.0

2 改修して住み続ける 260 25.2

3 条件があえば住み替えたい 236 22.9

4 住み替えたい・住み替える予定である 50 4.9

全体 1030 100.0

№
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１) 住み替えの意向について 

｢条件があえば住み替えたい｣・｢住み替えたい・住み替える予定である｣場合の

住み替えの意向については、｢高齢者専用の住宅に入居する (36.7%)」が最も多

く、次いで、｢わからない (30.8%)」、｢特別養護老人ホームなどの介護施設に入居

する (14.3%)」、｢その他 (9.4%)」、｢子どもや親戚などと同居する (8.7%)」の順

であった。 

 

図表 23 住み替えの意向について 

(n=286)

特別養護老人
ホームなどの介
護施設に入居す

る
14.3%

高齢者専用の住
宅に入居する
36.7%

子どもや親戚な
どと同居する
8.7%

わからない
30.8%

その他
9.4%

 
Q14
単一回答 Ｎ ％

1
特別養護老人ホームなどの介護施設に入
居する

41 14.3

2 高齢者専用の住宅に入居する 105 36.7

3 子どもや親戚などと同居する 25 8.7

4 その他 27 9.4

5 わからない 88 30.8

全体 286 100.0

№
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① その他の内容 

№ 4 その他

1 バリアフリーの住宅に住み替える

2 出来るだけ一人で暮らして行きたい

3 子供の近くに住み替えて見守ってもらう

4 近県に引っ越し、新築

5 よりグレードが高い住居に引っ越す

6 引っ越しと住宅購入

7 海外移住

8 駅前のマンション

9 夫婦のみでマンションに住む

10 リゾート地等

11 コンパクトなマンション

12 売却して公営住宅などに住み替える

13 生活に便利な場所に移る

14 東京にマンションを持っている

15 病院

16 費用が許せば介護付き施設に入りたい  
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２) 住み替え後の支払い可能な住まいの費用（家賃・利用料等） 

｢条件があえば住み替えたい｣・｢住み替えたい・住み替える予定である｣場合の

住み替え後の支払い可能な住まいの費用（家賃・利用料等）は、｢年金受給の範囲

まで (51.8%)」が最も多く、次いで、｢持ち家を売却した金額程度まで  

(19.6%)」、｢貯蓄を取り崩した金額程度まで (11.9%)」、｢わからない (11.5%)」、｢給

与収入の範囲まで (3.5%)」の順であった。 

 

図表 24 住み替え後の支払い可能な住まいの費用（家賃・利用料等） 

(n=286)

年金受給の範囲
まで
51.8%

給与収入の範囲
まで
3.5%

持ち家を売却し
た金額程度まで

19.6%

貯蓄を取り崩し
た金額程度まで

11.9%

わからない
11.5%

その他
1.7%

 

Q15
単一回答 Ｎ ％

1 年金受給の範囲まで 148 51.7

2 給与収入の範囲まで 10 3.5

3 持ち家を売却した金額程度まで 56 19.6

4 貯蓄を取り崩した金額程度まで 34 11.9

5 その他 5 1.7

6 わからない 33 11.5

全体 286 100.0

№

 

 

① その他の内容 

№ 5 その他

1 借地権の販売と貯金

2 検討中

3 支払う必要がない  
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３) 住み替える場合の問題 

｢条件があえば住み替えたい｣・｢住み替えたい・住み替える予定である｣場合の

住み替えの問題については、｢条件に合った住み替え先が少ない (60.1%)」が最も

多く、次いで、｢住み慣れた地域を離れること (46.2%)」、｢住み替えに伴う引越し

等が面倒 (45.1%)」、｢今の住まいの取扱い（維持管理もしくは売却） (25.5%)」、｢近

所づきあいがなくなること (19.2%)」の順であった。 

 

図表 25 住み替える場合の問題 

(n=286)

19.2

46.2

45.1

60.1

2.1

25.5

3.1

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近所づきあいがなくなること

住み慣れた地域を離れること

住み替えに伴う引越し等が面倒

条件に合った住み替え先が少ない

今の住まいのローンの支払い負担

今の住まいの取扱い（維持管理もしくは売却）

その他

特にない

 

Q16
複数回答 Ｎ ％

1 近所づきあいがなくなること 55 19.2

2 住み慣れた地域を離れること 132 46.2

3 住み替えに伴う引越し等が面倒 129 45.1

4 条件に合った住み替え先が少ない 172 60.1

5 今の住まいのローンの支払い負担 6 2.1

6
今の住まいの取扱い（維持管理もしくは売
却）

73 25.5

7 その他 9 3.1

8 特にない 31 10.8

全体 286 100.0

№
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① その他の内容 

№ 7 その他

1 家賃

2 田舎の古い家で、買い手がない

3 交通、買い物、病院が近くに有るか

4 住宅購入資金

5 住み替えたいがペットがいるので・・・・

6 老齢のために

7 住み替えに掛かる費用（引越し業者等）

8 間取りが狭くなり収納場所が少なくなる  
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(１４) 就労意向について 

就労意向については、｢働きたいと思わない (42.7%)」が最も多く、次いで、｢でき

るだけ長く自分に合った条件で働きたい (31.1%)」、｢ボランティアやコミュニティ活

動など社会貢献を優先したい (22.6%)」の順であった。 

 

図表 26 就労意向 

(n=1030)

できるだけ長く自
分に合った条件
で働きたい
31.1%

ボランティアやコ
ミュニティ活動な
ど社会貢献を優
先したい
22.6%

働きたいと思わ
ない
42.7%

その他
3.6%

 
Q17
単一回答 Ｎ ％

1
できるだけ長く自分に合った条件で働きた
い

320 31.1

2
ボランティアやコミュニティ活動など社会貢
献を優先したい

233 22.6

3 働きたいと思わない 440 42.7

4 その他 37 3.6

全体 1030 100.0

№
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１) その他の内容 

№ 4 その他

1 働きたいとは思うが高齢で雇ってもらえるところが無い

2 機会があれば働きたい

3 家族の介護などあって働けない

4 自宅の壁の張り替えや、庭の草取りや手入れで一杯

5 会社を黒字に戻したい

6 働く意欲はあっても歩行もままならないので働けない

7
ボランティアは医師から止められているからしたくても出来ず
趣味のパッチワーク、塗り絵、などをしている

8 1日2～3時間ぐらい働きたい

9 後5～10年ぐらい働きたい

10 趣味を生かしてこずかい程度は収入を得ている

11 高齢になり就労したくても体が付いていかない  
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(１５) 住居の災害への対策 

住居の災害への対策は、｢行なっていない(62.4%)」、｢行なっている (37.6%)」であ

った。 

 

図表 27 住居の災害への対策 

(n=1030)

行なっている
37.6%

行なっていない
62.4%

 

Q18
単一回答 Ｎ ％

1 行なっている 387 37.6

2 行なっていない 643 62.4

全体 1030 100.0

№
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１) 住居の災害への対策事項 

住居の災害への対策を行なっている場合の対策事項は、｢防災用品などの準備を

している (75.2%)」が最も多く、次いで、｢避難場所を決めている(64.9%)」、｢転

倒防止のために家具などを固定している (57.4%)」、｢家族・親族との連絡方法な

どを決めている (49.9%)」、｢地震や水害などに対する危険性に関する情報を入手

している（ハザードマップなど） (36.4%)」、｢地域の防災訓練などに参加してい

る (28.2%)」の順であった。 

 

図表 28 住居の災害への対策事項 

(n=387)

64.9

75.2

49.9

57.4

28.2

36.4

20.9

2.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難場所を決めている

防災用品などの準備をしている

家族・親族との連絡方法などを決めている

転倒防止のために家具などを固定している

地域の防災訓練などに参加している

地震や水害などに対する危険性に関する情報を入手してい
る（ハザードマップなど）

住宅の性能（強度や耐震性）を専門家に診断してもらってい
る

防災上、安全な地域への転居を考えている

その他

 

Q19
複数回答 Ｎ ％

1 避難場所を決めている 251 64.9

2 防災用品などの準備をしている 291 75.2

3 家族・親族との連絡方法などを決めている 193 49.9

4 転倒防止のために家具などを固定している 222 57.4

5 地域の防災訓練などに参加している 109 28.2

6
地震や水害などに対する危険性に関する
情報を入手している（ハザードマップなど）

141 36.4

7
住宅の性能（強度や耐震性）を専門家に診
断してもらっている

81 20.9

8 防災上、安全な地域への転居を考えている 8 2.1

9 その他 11 2.8

全体 387 100.0

№
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① その他の内容 

№ 9 その他

1 建築時に耐震を考えて基礎を補強してある

2 設計上耐震、耐火用に作られている

3 指定避難先より高台にあり避難の予定はない

4 他所へ逃げるよりも自分の家が安全

5 重量鉄骨構造で耐震構造である

6 地域の避難場所が液状化で避難場所には不向きなので他の場所にしている

7 建築時に考慮している

8 海岸に近いので津波に強い地域に移転を考えている

9 セキュリティや耐震性強化のマンションに住んでいる  

 



46 

(１６) 高齢者用の住まいの認知度 

高齢者用の住まいの認知度は、｢特別養護老人ホーム (88.5%)」が最も多く、次い

で、｢有料老人ホーム (87.6%)」、｢ケアハウス (56.8%)」、｢グループホーム 

(52.7%)」、｢老人保健施設 (52.2%)」、｢サービス付き高齢者向け住宅 (41.9%)」の順

であった。 

 

図表 29 高齢者用の住まいの認知度 

(n=1030)

88.5

52.2

25.4

56.8

87.6

52.7

41.9

32.3

30.0

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

療養型病床群

ケアハウス

有料老人ホーム

グループホーム

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者専用賃貸住宅

上記に知っているものはない

 

Q20
複数回答 Ｎ ％

1 特別養護老人ホーム 912 88.5

2 老人保健施設 538 52.2

3 療養型病床群 262 25.4

4 ケアハウス 585 56.8

5 有料老人ホーム 902 87.6

6 グループホーム 543 52.7

7 サービス付き高齢者向け住宅 432 41.9

8 高齢者向け優良賃貸住宅 333 32.3

9 高齢者専用賃貸住宅 309 30.0

10 上記に知っているものはない 56 5.4

全体 1030 100.0

№
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２．65 歳以上の方と同居している方対象調査 

(１) 属性 

１) 性別 

性別は、｢男性 (55.8%)」・｢女性 (44.2%)」であった。 

 

図表 30 性別 

(n=1030)

男性
55.8%

女性
44.2%

 

性別
単一回答 Ｎ ％

1 男性 575 55.8

2 女性 455 44.2

全体 1030 100.0

№
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２) 年齢 

年齢は、｢40 才以上～44 才 (21.3%)」が最も多く、次いで、｢45 才以上～49 才 

(19.0%)」、｢35 才以上～39 才 (16.8%)」、｢50 才以上～54 才 (11.5%)」、｢30 才以上

～34 才 (8.4%)」の順であった。 

 

 

図表 31 年齢 

(n=1030)

35才～39才
16.8%

40才～44才
21.3%

45才～49才
19.0%

50才～54才
11.5%

55才～59才
7.7%

60才以上
6.9%

25才～29才
4.8%

30才～34才
8.4%

20才～24才
3.7%

 
年齢
単一回答 Ｎ ％

1 20才～24才 38 3.7

2 25才～29才 49 4.8

3 30才～34才 87 8.4

4 35才～39才 173 16.8

5 40才～44才 219 21.3

6 45才～49才 196 19.0

7 50才～54才 118 11.5

8 55才～59才 79 7.7

9 60才以上 71 6.9

全体 1030 100.0

№
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３) 居住地（都道府県別） 

居住地（都道府県別）は、｢東京都(10.4%)」が最も多く、次いで、｢大阪府 (7.9%)」、｢神

奈川県 (7.4%)」、｢愛知県 (7.1%)」、｢埼玉県 (6.4%)」の順であった。 

図表 32 居住地（都道府県別） 

(n=1030)
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滋
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都道府県
単一回答 Ｎ ％

1 北海道 53 5.1
2 青森県 12 1.2
3 岩手県 14 1.4
4 宮城県 18 1.7
5 秋田県 10 1.0
6 山形県 7 0.7
7 福島県 18 1.7
8 茨城県 15 1.5
9 栃木県 13 1.3
10 群馬県 12 1.2
11 埼玉県 66 6.4
12 千葉県 44 4.3
13 東京都 107 10.4
14 神奈川県 76 7.4
15 新潟県 21 2.0
16 富山県 9 0.9
17 石川県 7 0.7
18 福井県 8 0.8
19 山梨県 4 0.4
20 長野県 17 1.7
21 岐阜県 16 1.6
22 静岡県 33 3.2
23 愛知県 73 7.1
24 三重県 12 1.2
25 滋賀県 13 1.3
26 京都府 17 1.7
27 大阪府 81 7.9
28 兵庫県 47 4.6
29 奈良県 18 1.7
30 和歌山県 7 0.7
31 鳥取県 7 0.7
32 島根県 15 1.5
33 岡山県 15 1.5
34 広島県 21 2.0
35 山口県 8 0.8
36 徳島県 4 0.4
37 香川県 10 1.0
38 愛媛県 14 1.4
39 高知県 6 0.6
40 福岡県 30 2.9
41 佐賀県 7 0.7
42 長崎県 5 0.5
43 熊本県 9 0.9
44 大分県 5 0.5
45 宮崎県 8 0.8
46 鹿児島県 12 1.2
47 沖縄県 6 0.6
全体 1030 100.0

№
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４) 居住地（地域別） 

居住地（地域別）は、｢関東地方 (32.3%)」が最も多く、次いで、｢中部地方 

(19.4%)」、｢近畿地方 (17.8%)」、｢九州地方 (8.0%)」の順であった。 

 

図表 33 居住地（地域別） 

(n=1030)

北海道
5.1% 東北地方

7.7%

関東地方
32.3%

中部地方
19.4%

近畿地方
17.8%

中国地方
6.4%

四国地方
3.3%

九州地方
8.0%

 
地域
単一回答 Ｎ ％

1 北海道 53 5.1

2 東北地方 79 7.7

3 関東地方 333 32.3

4 中部地方 200 19.4

5 近畿地方 183 17.8

6 中国地方 66 6.4

7 四国地方 34 3.3

8 九州地方 82 8.0

全体 1030 100.0

№
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５) 職業 

職業は、｢会社員(事務系) (16.0%)」が最も多く、次いで、｢パート・アルバイト 

(12.6%)」、｢会社員(その他) (12.3%)」、｢自営業 (11.1%)」、｢専業主婦（主夫） (9.8%)」

の順であった。 

 

図表 34 職業 

(n=1030)

公務員
3.6%

経営者・役員
1.9%

会社員(事務
系)
16.0%

会社員(技術
系)
9.7%

会社員(その
他)
12.3%自営業

11.1%
自由業
2.1%

専業主婦(主
夫)
9.8%

パート・アルバ
イト
12.6%

学生
2.9%

その他
9.5%

無職
8.3%

 
職業
単一回答 Ｎ ％

1 公務員 37 3.6

2 経営者・役員 20 1.9

3 会社員(事務系) 165 16.0

4 会社員(技術系) 100 9.7

5 会社員(その他) 127 12.3

6 自営業 114 11.1

7 自由業 22 2.1

8 専業主婦(主夫) 101 9.8

9 パート・アルバイト 130 12.6

10 学生 30 2.9

11 その他 98 9.5

12 無職 86 8.3

全体 1030 100.0

№
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(２) 対象家族の健康状態 

対象家族の健康状態は、｢健康である(46.6%)」が最も多く、次いで、｢健康とはい

えないが、日常生活に支障はない (41.1%)」、｢日常生活を送るためには、手助けが必

要である (12.3%)」の順であった。 

 

図表 35 対象家族の健康状態 

(n=1030)

健康である
46.6%

健康とはいえな
いが、日常生活
に支障はない
41.1%

日常生活を送る
ためには、手助
けが必要である

12.3%

 
Q1
単一回答 Ｎ ％

1 健康である 480 46.6

2
健康とはいえないが、日常生活に支障はな
い

423 41.1

3
日常生活を送るためには、手助けが必要で
ある

127 12.3

全体 1030 100.0

№
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１) 対象家族の要介護度認定 

対象家族の健康状態が｢健康とはいえないが、日常生活に支障はない」・｢日常生活

を送るためには、手助けが必要である」の場合の要介護度認定は、｢認定を受けてい

ない (68.7%)」が最も多く、次いで、｢要介護２ (6.7%)」、｢要介護３ (5.3%)」、｢要

介護１ (4.9%)」、｢要支援２ (4.2%)」、｢要支援１ (4.0%)」の順であった。 

 

図表 36 対象家族の要介護認定 

(n=550)
要支援１
4.0%

要支援２
4.2%

要介護１
4.9%

要介護２
6.7%

要介護３
5.3%

要介護４
3.1%

要介護５
3.1%認定を受けて

いない
68.7%

 
Q2
単一回答 Ｎ ％

1 要支援１ 22 4.0

2 要支援２ 23 4.2

3 要介護１ 27 4.9

4 要介護２ 37 6.7

5 要介護３ 29 5.3

6 要介護４ 17 3.1

7 要介護５ 17 3.1

8 認定を受けていない 378 68.7

全体 550 100.0

№
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(３) 世帯人数 

世帯人数は、｢3 人 (32.1%)」が最も多く、次いで、｢5 人以上 (31.2%)」、｢4 人 

(20.8%)」、｢2 人 (15.9%)」の順であった。 

 

図表 37 世帯人数 

(n=1030)

　2人
15.9%

　3人
32.1%

　4人
20.8%

　5人以上
31.2%

 
Q3
単一回答 Ｎ ％

1 　2人 164 15.9

2 　3人 331 32.1

3 　4人 214 20.8

4 　5人以上 321 31.2

全体 1030 100.0

№
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(４) 対象家族の家事や作業の手伝いをする人について 

対象家族の家事や作業の手伝いをする人については、｢同居の家族（親・子等）

(57.1%)」が最も多く、次いで、｢いない (40.2%)」、｢別居の家族（親・子等） (3.1%)」、｢そ

の他 (1.8%)」の順であった。 

 

図表 38 対象家族の家事や作業の手伝いをする人について 

(n=1030)

57.1

3.1

0.5

0.2

1.8

40.2

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同居の家族（親・子等）

別居の家族（親・子等）

近所の人

友人

その他

いない

わからない

 

Q4
複数回答 Ｎ ％

1 同居の家族（親・子等） 588 57.1

2 別居の家族（親・子等） 32 3.1

3 近所の人 5 0.5

4 友人 2 0.2

5 その他 19 1.8

6 いない 414 40.2

7 わからない 9 0.9

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 5 その他

1 配偶者

2 兄弟

3 叔母

4 訪問介護のヘルパー

5 介護士

6 包括支援センターの方

7 介護福祉士

8 デイケア

9 ケアセンター

10 訪問介護士  
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(５) 1 ヶ月の世帯収入 

1 ヶ月の世帯収入（税込み）は、｢30 万円～50 万円 (25.0%)」が最も多く、次いで、｢20

万円～30 万円 (14.6%)」、｢50 万円～100 万円 (10.7%)」、｢15 万円～20 万円 

(8.3%)」、｢100 万円以上 (7.3%)」の順であった。 

 

図表 39 1 ヶ月の世帯収入 

(n=1030)

　10万円～15
万円未満
4.3%

　15万円～20
万円未満
8.3%

　20万円～30
万円未満
14.6%

　30万円～50
万円未満
25.0%

　50万円～100
万円未満
10.7%

　100万円以上
7.3%

　わからない・
答えたくない
27.9%

　10万円未満
2.0%

 
Q5
単一回答 Ｎ ％

1 　10万円未満 21 2.0

2 　10万円～15万円未満 44 4.3

3 　15万円～20万円未満 86 8.3

4 　20万円～30万円未満 150 14.6

5 　30万円～50万円未満 257 25.0

6 　50万円～100万円未満 110 10.7

7 　100万円以上 75 7.3

8 　わからない・答えたくない 287 27.9

全体 1030 100.0

№
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(６) 主な収入源 

世帯収入のうち、主な収入源は、｢働いて得た収入 (71.4%)」が最も多く、次いで、｢年

金や恩給(26.4%)」、｢不動産等の収入（家賃等） (1.9%)」の順であった。 

 

図表 40 主な収入源 

(n=1030)

働いて得た収
入
71.4%

年金や恩給
26.4%

不動産等の収
入（家賃等）
1.9%

仕送り等
0.1%

その他
0.2%

 
Q6
単一回答 Ｎ ％

1 働いて得た収入 735 71.4

2 年金や恩給 272 26.4

3 仕送り等 1 0.1

4 不動産等の収入（家賃等） 20 1.9

5 その他 2 0.2

全体 1030 100.0

№
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(７) 住居の種類 

住居の種類は、｢自己所有の戸建て (80.0%)」が最も多く、次いで、｢自己所有のマ

ンション (6.5%)」、｢民間の賃貸住宅 (5.5%)」、｢公営の賃貸住宅 (3.2%)」の順であ

った。 

 

図表 41 住居の種類 

(n=1030)

自己所有の戸
建て
80.0%

自己所有のマ
ンション
6.5%

公営の賃貸住
宅
3.2%

民間の賃貸住
宅
5.5% その他

4.8%

 
Q7
単一回答 Ｎ ％

1 自己所有の戸建て 824 80.0

2 自己所有のマンション 67 6.5

3 公営の賃貸住宅 33 3.2

4 民間の賃貸住宅 57 5.5

5 その他 49 4.8

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 5 その他

1 家族所有のマンション

2 家族所有の戸建て

3 社宅

4 親所有の戸建て

5 他の家族所有の戸建て  
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(８) 住宅関係の月額費用（家賃・ローン等） 

住居の住宅関係の月額費用（家賃・ローン等）は、｢既に完済している・費用を負

担していない (69.0%)」が最も多く、次いで、｢5 万円～10 万円未満 (15.1%)」、｢5

万円未満 (6.6%)」、｢10 万円～15 万円未満 (6.3%)」の順であった。 

※対象家族と同居中の住宅に限らず、複数の住宅の支払がある場合は、合計の金額 

 

図表 42 住宅関係の月額費用（家賃・ローン等） 

(n=1030)

　既に完済して
いる・費用を負担
していない
69.0%

　5万円未満
6.6%

　5万円～10万
円未満
15.1%

　10万円～15万
円未満
6.3%

　15万円～20万
円未満
1.4%

　20万円以上
1.6%

 

Q8
単一回答 Ｎ ％

1 　既に完済している・費用を負担していない 711 69.0

2 　5万円未満 68 6.6

3 　5万円～10万円未満 156 15.1

4 　10万円～15万円未満 65 6.3

5 　15万円～20万円未満 14 1.4

6 　20万円以上 16 1.6

全体 1030 100.0

№
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(９) 住居の部屋数 

住居の部屋数は、｢5 部屋以上 (72.3%)」が最も多く、次いで、｢4 部屋 (16.4%)」、｢3

部屋 (7.0%)」、｢2 部屋 (3.4%)」、｢1 部屋 (0.9%)」の順であった。 

 

図表 43 住居の部屋数 

(n=1030)

　1部屋
0.9%

　2部屋
3.4%

　3部屋
7.0%

　4部屋
16.4%

　5部屋以上
72.3%

 
Q9
単一回答 Ｎ ％

1 　1部屋 9 0.9

2 　2部屋 35 3.4

3 　3部屋 72 7.0

4 　4部屋 169 16.4

5 　5部屋以上 745 72.3

全体 1030 100.0

№
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(１０) 住居の築年数 

住居の築年数は、｢築 20 年以上 (61.2%)」が最も多く、次いで、｢築 20 年未満 

(11.9%)」、｢築 15 年未満(10.9%)」、｢築 10 年未満 (8.5%)」の順であった。 

 

図表 44 住居の築年数 

(n=1030)

築10年未満
8.5%

築15年未満
10.9%

築20年未満
11.9%

築20年以上
61.2%

借家のため、わ
からない
2.6%

築3年未満
2.2%

新築（築1年未
満）
0.6%

築5年未満
1.9%

その他
0.2%

 
Q10
単一回答 Ｎ ％

1 新築（築1年未満） 6 0.6

2 築3年未満 23 2.2

3 築5年未満 20 1.9

4 築10年未満 88 8.5

5 築15年未満 112 10.9

6 築20年未満 123 11.9

7 築20年以上 629 61.2

8 借家のため、わからない 27 2.6

9 その他 2 0.2

全体 1030 100.0

№
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(１１) 対象家族が住環境で困っていると思うこと 

対象家族が住環境で困っていると思うことは、｢住宅の老朽化 (37.2%)」が最も多

く、次いで、｢地震・台風など自然災害への不安 (28.4%)」、｢特にない (25.2%)」、｢段

差や階段などがある (22.8%)」、｢住宅の間取り（狭い・使いにくい） (22.3%)」、｢公

共交通が不便 (14.3%)」の順であった。 

 

図表 45 対象家族が住環境で困っていると思うこと 

(n=1030)

22.3

37.2

22.8

28.4

10.9

3.0

2.5

4.3

10.9

7.6

14.3

1.7

25.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住宅の間取り（狭い・使いにくい）

住宅の老朽化

段差や階段などがある

地震・台風など自然災害への不安

防犯上の不安

家族や親類が近くにいない

知人や友人が近くにいない

働く場所が近くにない

買い物などの日常生活が不便

医療・福祉施設などが遠い

公共交通が不便

その他

特にない

 

Q11
複数回答 Ｎ ％

1 住宅の間取り（狭い・使いにくい） 230 22.3

2 住宅の老朽化 383 37.2

3 段差や階段などがある 235 22.8

4 地震・台風など自然災害への不安 293 28.4

5 防犯上の不安 112 10.9

6 家族や親類が近くにいない 31 3.0

7 知人や友人が近くにいない 26 2.5

8 働く場所が近くにない 44 4.3

9 買い物などの日常生活が不便 112 10.9

10 医療・福祉施設などが遠い 78 7.6

11 公共交通が不便 147 14.3

12 その他 18 1.7

13 特にない 260 25.2

全体 1030 100.0

№
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１) その他の内容 

№ 12 その他

1 寝室が2階にある

2 日当たりが悪い

3 エレベーターが狭い

4 構造上生活スペースが二階なので荷物の持ち運びが大変

5 冬寒い

6 ねずみがいる

7 有料駐車場が高額

8 エレベーターが無い

9 ペット飼育が禁止となり困っている

10 使わない部屋が多い

11 車が通る道路までの道が細くて狭くて長い  
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(１２) 対象家族が今後の暮らしで心配していると思うこと 

対象家族が今後の暮らしで心配していると思うことは、｢病気や健康状態が悪くな

る (70.7%)」が最も多く、次いで、｢年金など社会保障制度の将来の見通し

(34.6%)」、｢生活費の不足(31.9%)」、｢食事や入浴などがひとりでできなくなる 

(25.4%)」、｢買い物や外出などがひとりできなくなる (20.2%)」、｢特にない (13.9%)」

の順であった。 

 

図表 46 対象家族が今後の暮らしで心配していると思うこと 

(n=1030)

70.7

34.6

31.9

6.1

7.7

25.4

20.2

0.9

13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病気や健康状態が悪くなる

年金など社会保障制度の将来の見通し

生活費の不足

話し相手がいない

働きたくても仕事がない

食事や入浴などがひとりでできなくなる

買い物や外出などがひとりできなくなる

その他

特にない

 

Q12
複数回答 Ｎ ％

1 病気や健康状態が悪くなる 728 70.7

2 年金など社会保障制度の将来の見通し 356 34.6

3 生活費の不足 329 31.9

4 話し相手がいない 63 6.1

5 働きたくても仕事がない 79 7.7

6 食事や入浴などがひとりでできなくなる 262 25.4

7 買い物や外出などがひとりできなくなる 208 20.2

8 その他 9 0.9

9 特にない 143 13.9

全体 1030 100.0

№

 

 

１) その他の内容 

№ 8 その他

1 子供のこと

2 増税、値上げなど生活への心配

3 介護をする側の健康状態が悪くなる

4 排泄の失敗がふえていくこと

5 つれあいの健康  
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(１３) 対象家族が健康状態に不安を感じた場合の住居について 

対象家族が今後、病気等により健康状態に不安を感じた場合の住居については、｢改

修して住み続けてほしい (40.0%)」が最も多く、次いで、｢改修はせずに住み続けて

ほしい (37.5%)」、｢条件があえば住み替えてほしい (17.7%)」、｢住み替えてほしい（予

定を含む） (4.9%)」の順であった。 

 

図表 47 対象家族が健康状態に不安を感じた場合の住居について 

(n=1030)

改修はせずに住
み続けてほしい

37.5%

改修して住み続
けてほしい
40.0%

条件があえば住
み替えてほしい

17.7%

住み替えてほし
い（予定を含む）

4.9%

 

Q13
単一回答 Ｎ ％

1 改修はせずに住み続けてほしい 386 37.5

2 改修して住み続けてほしい 412 40.0

3 条件があえば住み替えてほしい 182 17.7

4 住み替えてほしい（予定を含む） 50 4.9

全体 1030 100.0

№
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１) 住み替えの意向について 

対象家族に対し、｢条件があえば住み替えてほしい｣・｢住み替えてほしい（予定を

含む）｣場合の住み替えの意向については、｢わからない (38.4%)」が最も多く、次

いで、｢特別養護老人ホームなどの介護施設に入居してほしい (29.3%)」、｢子どもや

親戚などと同居してほしい (14.7%)」、｢高齢者専用の住宅に入居してほしい 

(13.4%)」の順であった。 

 

図表 48 住み替えの意向について 

(n=232)

特別養護老人
ホームなどの介
護施設に入居し
てほしい
29.3%

高齢者専用の住
宅に入居してほ

しい
13.4%子どもや親戚な

どと同居してほし
い
14.7%

その他
4.3%

わからない
38.4%

 
Q14
単一回答 Ｎ ％

1
特別養護老人ホームなどの介護施設に入
居してほしい

68 29.3

2 高齢者専用の住宅に入居してほしい 31 13.4

3 子どもや親戚などと同居してほしい 34 14.7

4 その他 10 4.3

5 わからない 89 38.4

全体 232 100.0

№
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① その他の内容 

№ 4 その他

1 別の賃貸マンションんに住み替える

2 今の土地を売って新しく家を建てる

3 階段の上り下りが無い住戸

4 便利の良い場所に住み替え

5 ペットとも一緒に暮らしたい

6 生活に便利な所に移住

7 住みやすい立地、形態に住みかえてほしい  
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２) 住み替え後の支払い可能な住まいの費用（家賃・利用料等） 

対象家族に対し、｢条件があえば住み替えてほしい｣・｢住み替えてほしい（予定を

含む）｣場合の住み替え後の支払い可能な住まいの費用（家賃・利用料等）は、｢対

象のご家族本人の年金受給の範囲まで (32.3%)」が最も多く、次いで、｢わからない 

(30.6%)」、｢給与収入の範囲まで (20.3%)」、｢持ち家を売却した金額程度まで  

(8.6%)」、｢貯蓄を取り崩した金額程度まで (7.3%)」の順であった。 

 

図表 49 住み替え後の支払い可能な住まいの費用（家賃・利用料等） 

(n=232)

対象のご家族本
人の年金受給の
範囲まで
32.3%

給与収入の範囲
まで
20.3%

持ち家を売却し
た金額程度まで

8.6%

貯蓄を取り崩し
た金額程度まで

7.3%

その他
0.9%

わからない
30.6%

 

Q15
単一回答 Ｎ ％

1 対象のご家族本人の年金受給の範囲まで 75 32.3

2 給与収入の範囲まで 47 20.3

3 持ち家を売却した金額程度まで 20 8.6

4 貯蓄を取り崩した金額程度まで 17 7.3

5 その他 2 0.9

6 わからない 71 30.6

全体 232 100.0

№
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３) 住み替える場合の問題 

対象家族に対し、｢条件があえば住み替えてほしい｣・｢住み替えてほしい（予定を

含む）｣場合の問題については、｢住み慣れた地域を離れること (52.6%)」が最も多

く、次いで、｢条件に合った住み替え先が少ない (33.6%)」、｢住み替えに伴う引越し

等が面倒 (28.4%)」、｢近所づきあいがなくなること (26.3%)」、｢特にない (19.8%)」

｢今の住まいの取扱い（維持管理もしくは売却） (14.7%)」の順であった。 

 

図表 50 住み替える場合の問題 

(n=232)

26.3

52.6

28.4

33.6

6.9

14.7

2.2

19.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近所づきあいがなくなること

住み慣れた地域を離れること

住み替えに伴う引越し等が面倒

条件に合った住み替え先が少ない

今の住まいのローンの支払い負担

今の住まいの取扱い（維持管理もしくは売却）

その他

特にない

 

Q16
複数回答 Ｎ ％

1 近所づきあいがなくなること 61 26.3

2 住み慣れた地域を離れること 122 52.6

3 住み替えに伴う引越し等が面倒 66 28.4

4 条件に合った住み替え先が少ない 78 33.6

5 今の住まいのローンの支払い負担 16 6.9

6
今の住まいの取扱い（維持管理もしくは売
却）

34 14.7

7 その他 5 2.2

8 特にない 46 19.8

全体 232 100.0

№
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① その他の内容 

№ 7 その他

1 家賃

2 特養に空きがない

3 本人の性格

4 生活費

5 本人のプライド  
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(１４) 対象家族の就労について 

対象家族の就労については、｢働いてほしいとは思わない (49.9%)」が最も多く、次

いで、｢できるだけ長く自分に合った条件で働いてほしい (38.6%)」、｢ボランティア

やコミュニティ活動など社会貢献を優先してほしい (9.0%)」の順であった。 

 

図表 51 対象家族の就労 

(n=1030)

できるだけ長く自
分に合った条件
で働いてほしい

38.6%

ボランティアやコ
ミュニティ活動な
ど社会貢献を優
先してほしい
9.0%

働いてほしいと
は思わない
49.9%

その他
2.4%

 
Q17
単一回答 Ｎ ％

1
できるだけ長く自分に合った条件で働いて
ほしい

398 38.6

2
ボランティアやコミュニティ活動など社会貢
献を優先してほしい

93 9.0

3 働いてほしいとは思わない 514 49.9

4 その他 25 2.4

全体 1030 100.0

№
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１) その他の内容 

№ 4 その他

1 基本的には本人の意思を尊重したい

2 元気なうちは、思い通りにしてほしい

3 すでに働ける状態ではない

4 無理をしない程度なら働いてくれてもいいと思う

5 家事に積極的に参加して欲しい

6 本人の意思にまかせ、それを応援する  



73 

(１５) 住居の災害への対策 

住居の災害への対策は、｢行なっていない(71.1%)」、｢行なっている (28.9%)」であ

った。 

 

図表 52 ●住居の災害への対策 

(n=1030)

行なっている
28.9%

行なっていない
71.1%

 

Q18
単一回答 Ｎ ％

1 行なっている 298 28.9

2 行なっていない 732 71.1

全体 1030 100.0

№
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１) 住居の災害への対策事項 

住居の災害への対策を行なっている場合の対策事項は、｢防災用品などの準備をし

ている (73.5%)」が最も多く、次いで、｢避難場所を決めている(49.0%)」、｢転倒防止

のために家具などを固定している (48.7%)」、｢家族・親族との連絡方法などを決めて

いる (37.2%)」、｢地震や水害などに対する危険性に関する情報を入手している（ハザ

ードマップなど） (26.5%)」、｢住宅の性能（強度や耐震性）を専門家に診断してもら

っている (16.1%)」の順であった。 

 

図表 53 住居の災害への対策事項 

(n=298)

49.0

73.5

37.2

48.7

15.8

26.5

16.1

2.3

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難場所を決めている

防災用品などの準備をしている

家族・親族との連絡方法などを決めている

転倒防止のために家具などを固定している

地域の防災訓練などに参加している

地震や水害などに対する危険性に関する情報を入手してい
る（ハザードマップなど）

住宅の性能（強度や耐震性）を専門家に診断してもらってい
る

防災上、安全な地域への転居を考えている

その他

 

Q19
複数回答 Ｎ ％

1 避難場所を決めている 146 49.0

2 防災用品などの準備をしている 219 73.5

3 家族・親族との連絡方法などを決めている 111 37.2

4 転倒防止のために家具などを固定している 145 48.7

5 地域の防災訓練などに参加している 47 15.8

6
地震や水害などに対する危険性に関する
情報を入手している（ハザードマップなど）

79 26.5

7
住宅の性能（強度や耐震性）を専門家に診
断してもらっている

48 16.1

8 防災上、安全な地域への転居を考えている 7 2.3

9 その他 10 3.4

全体 298 100.0

№
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① その他の内容 

№ 9 その他

1 飲料水を普段から確保している

2 食料の備蓄

3 火災報知機を付けている

4 危険な箇所のリフォーム

5 地震保険に加入した  
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(１６) 高齢者用の住まいの認知度 

高齢者用の住まいの認知度は、｢特別養護老人ホーム (89.0%)」が最も多く、次い

で、｢有料老人ホーム (79.7%)」、｢グループホーム (60.3%)」、｢ケアハウス 

(59.1%)」、｢老人保健施設 (53.2%)」、｢サービス付き高齢者向け住宅 (34.5%)」の順

であった。 

 

図表 54 高齢者用の住まいの認知度 

(n=1030)
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有料老人ホーム

グループホーム

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者専用賃貸住宅

上記に知っているものはない

 

Q20
複数回答 Ｎ ％

1 特別養護老人ホーム 917 89.0

2 老人保健施設 548 53.2

3 療養型病床群 232 22.5

4 ケアハウス 609 59.1

5 有料老人ホーム 821 79.7

6 グループホーム 621 60.3

7 サービス付き高齢者向け住宅 355 34.5

8 高齢者向け優良賃貸住宅 291 28.3

9 高齢者専用賃貸住宅 254 24.7

10 上記に知っているものはない 63 6.1

全体 1030 100.0

№
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(１７) 対象家族の高齢者住宅などの入居について 

対象家族の高齢者住宅などの入居については、｢家族でのサポートが難しくなった

ら入居を考える (42.4%)」が最も多く、次いで、｢わからない (18.1%)」、｢（この先

ずっと）高齢者住宅などへの入居は考えていない (16.9%)」、｢介護が必要になったら

入居を考える (14.5%)」の順であった。 

 

図表 55 対象家族の高齢者住宅などの入居について 

(n=1030)

介護が必要に
なったら入居を
考える
14.5%

一定の年齢に
なったら入居を
考える
3.1%

家族でのサポー
トが難しくなった
ら入居を考える

42.4%

（この先ずっと）
高齢者住宅など
への入居は考え
ていない
16.9%

わからない
18.1%

元気なうちから
入居すべきと考
えている
4.5%その他

0.6%

 

Q21
単一回答 Ｎ ％

1 元気なうちから入居すべきと考えている 46 4.5

2 介護が必要になったら入居を考える 149 14.5

3 一定の年齢になったら入居を考える 32 3.1

4
家族でのサポートが難しくなったら入居を考
える

437 42.4

5
（この先ずっと）高齢者住宅などへの入居は
考えていない

174 16.9

6 わからない 186 18.1

7 その他 6 0.6

全体 1030 100.0

№
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１) その他の内容 

№ 7 その他

1 人付き合いが下手だけでなく、文句ばかりの人だから入居はまず無理

2 出来たら今直ぐにでも入居して欲しいが、入居費等が支払えない

3 本人と相談して決めたい  
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III 事例調査（ヒアリング調査） 

１．事例調査結果 

（１） 北日本精機株式会社 

 

北日本精機の概要 

商     号    北日本精機株式会社  

 

代  表  者    代表取締役会長 小林英一 

代表取締役社長 小林以智郎 

  

資  本  金     207,500 千円  

 

設     立     昭和 44 年 8 月  

 

会 社 の 目 的     （１）小径玉軸受の製造（２）薄肉形玉軸受の製造  

 

株     主     サッポロプレシジョン（株） 

小林英一、小林以智郎  

 

従 業 員 数     570 名  

 

敷 地 面 積     122.5 千 m2  

 

工 場 面 積     29.9 千 m2  

 

売  上  高     73 億円（2011 年 3 月期）   

 

１) 高齢者住宅事業参入ご検討への背景や問題意識 
 

＜高齢者の交流拠点形成への構想＞ 

 北日本精機が本社を置く北海道・芦別市に限らず、日本全体において、近年の景気低

迷や人口流出等で自治体の税収は落ち込んでおり、医療・福祉サービスを維持する財

源が乏しくなっている。医療や年金に費用が掛かりすぎており、日本の社会・経済の

大きな問題が顕在化している。このような社会的変化に対し、民間企業もどのような

行動をとるべきかを考えなければならない。北日本精機では、地域に根差した企業と
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して、高齢者が安心して地方に住み続けることができる環境づくりへの検討を進めて

いる。 

 芦別市はかつて炭鉱で栄えた地域であり、炭鉱が次々と閉山していった時期に、北日

本精機が旧三井鉱山の土地を引き受けたという経緯がある。敷地には市営住宅が立地

していたことから、ここに居住する住民との関わり合いを持ってきた。現在、市営住

宅には約 150 世帯が入居しており、その 1/3 が独居世帯である。雪が多い冬の間には

誰とも交わらないという高齢者も多く、そのような方が交流できる場ができないかと

いうのが検討の始まりだった。 

 その後、同社が芦別市から買い取ったコミュニティセンター（北日本多目的センター）

を拠点として、その周囲に高齢者住宅を設け、センターを交流の中核となる場所とし

て、食事会や各種イベントなどの活動を行ってもらうという高齢者福祉事業構想へと

発展していった。 

 

＜お金をかけずに工夫＞ 

 現在の状況を見ると、北海道経済は閉塞感が強い。生産人口は減り、高齢者が増える

一方である。そうした時代を乗り越えていくために、北海道独自のモデルをつくらな

ければならない。ただし、レベル・費用の高い医療サービスや老人施設ばかりを追求

する必要はない。もっとコンパクトな形で、行政依存度を小さくした老人福祉の事業

ができないかを検討してきている。 

 お金をかけずに、北海道の自然、広大な土地を活用した高齢者対策を打ち出していか

なければならない。知恵と工夫でコストを下げて、高齢者の文化的な生活を維持した

い、というのが北日本精機の根本的な考えである。 

 高齢化が進むと家族に負担が集中するが、低所得者層ではこれを担うのは難しいのが

現状である。費用をかけずに、いかにお年寄りに幸せに、生きがいを持って生活して

もらうかが重要である。 

 高齢者住宅の運営は、大きく利益を出す必要はないが、継続していくためには赤字に

ならないように注意する。現時点では、高齢者住宅の事業は一時的に中断している

が、それも、事業が継続していけることを見極めているからであり、継続できると判

断すれば、いつでも再開する予定である。 

 

＜地域の企業が高齢者福祉事業を主導する背景＞ 

 北日本精機が所有する土地に、市営住宅が設置されており、100 世帯以上（多くは高齢

者）がそこで暮らしていることから、同社は、高齢者問題とは“縁”が強いという意

識を持ち続けている。 

 西芦別地区は特殊な地域事情を有する。過去に炭鉱で雇用されていた労働者やその配

偶者も平均 80 歳以上を超える。そうした人たち 100 人近くが市営住宅に独居高齢者と
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して暮らしている。北日本精機では、当地区に 2つも大きな工場を持つ企業として、仕

事をする上において地域の住民がどのような環境・状態で生活しているのかについて

関心がある。関心がなければ、地域で仕事をする者として、健全な社会の形成に貢献

することはできない。 

 北日本精機では“公共の利益は会社の利益に通じる”という信念を持っている。現在

検討している高齢者住宅事業も、ひいては北日本精機の社員の福祉として活用するこ

とも考えている。創業期に入社した社員がそろそろ 65 歳を迎えつつある。これらの社

員とその配偶者は、ほとんどの場合子供家族と離れて持ち家に住んでいるが、ケアが

必要となった場合、高齢者専用賃貸住宅に住んでもらってもいいのではないかという

発想を持っている。その上で、空いた持ち家は会社が社宅として借り上げて、若い世

代の社員に活用してもらうという方法も検討している。 

 

＜高齢者福祉のあるべき姿と官民の役割分担＞ 

 高齢者福祉の原点は、どのような形でもいいから地域とのつながりを持つことである。

“地域とのつながりとは何か”を突き詰めていくと、“見守り”と“付き合い”に集約

される。 

 濃密な“見守り”と“付き合い”が行政にできるかと言えば、そのような細かいこと

までは手が回らず実現できない。このような役割は民間が担うべきである。 

 悲惨な高齢者を出さないために、地域の住民が役割分担していくことも重要である。

見守りや話し相手の機能は行政では難しく、地域で推進していく必要がある。 

 高齢者福祉における初期段階で重要なのは地域とのつながりであり、これは地域が担

当できる。中期段階では専門資格を持った人材によるケアが重要である。最終段階で

は必ず病院が必要となる。人にはそれぞれ、地域社会において割り当てられた役割が

ある。その役割の範囲内で最善を尽くすことが求められている。 

 最終的な医療や看取りは行政等に担当してもらわなければいけないが、それまでは地

域の有力者、有志が得意分野で力を出し合っていくことが、北海道には向いていると

思う。 

 地域のつながりを現代的な形に進化させたい。そのためには地域において民間企業と

公的機関が手を組む必要がある。持続的に収益を上げるため企業体質を強化し足元の

円高も乗り切った。この収益を地域社会に還元していく。 

 地域の中核事業者として、その経営者は高齢者福祉事業に貢献することが責務と考え

ている。想いがあれば担える事業ではない。資本と人員を有する同社の経営者とし

て、小林会長は、地域の高齢者福祉をどのような形で整備していくかを模索している。 

 一方で、自らの立場をわきまえ、無理をせず、企業として差し支えなくできることを

きっちりやるという方針も打ち立てている。この方針であと 1～2年くらい地道な活動

を進めていく。その後さらに高齢化が進んだ場合には、行政に乗り出してもらって、も
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う少し違った形を目指していく。 

 

“見守り”と“付き合い”の例 

 北日本多目的センターの支配人には、北日本精機社員のうち、地域の連合町内会長を

務めている者を配置している。三井鉱山で現場の仕事をしていた支配人は（北日本精

機のメインの業務とはあまり関係ないものの）、地域に溶け込み、地域の管理者とし

て、地域の生活者を見守る役割を果たしている。独居老人を定期的に見回って、声掛

けと安否確認をしている。また、特異な状態にある人の発見と報告をしており、健康

状態が悪化した方を病院に入れる役割も果たしている。 

 

２) 高齢者住宅事業検討の経緯（期間や段取りなど） 
 

 まず、“施設”を作るという発想はなく、“まち”を創る発想で事業を考えている点に

留意する必要がある。北日本精機創業の地である西芦別地区のまちを再生させたいと

いう想いであり、まちづくりという視点において、北日本精機の会長と芦別市長は対

等に議論を重ねている。 

 一見、高齢者住宅という福祉事業への参入に見えるが、福祉事業自体が目的ではな

く、まちの再生が目的であり、その中核となる施設としての福祉施設という発想であ

ることに留意する必要がある（例：カリフォルニア、フロリダ等のサンセットタウン

構想等が類似事例と考えられる）。 

 高齢者のみならず、様々な人が住む場所をつくることが重要である。“福祉の村”がで

きれば、一緒に住もうとする若い人や商店が出てくるかもしれないという希望を持っ

ている。 

 このような高齢者住宅事業の構想は以前からあったが、具体的な検討に入ったのは平

成 23 年 1～2 月頃である。同 3 月には市からコミュニティセンターを取得している。

その頃から並行して、芦別市介護保険課と議論を進めている（5月末が介護保険計画の

申請期限であり、本事業もその計画に含まれるため）。また、建設地の検討を進めつ

つ、11 月には基本プランを完成させている。 

 

 高齢者住宅の設置場所について西芦別地区のどこにするかを検討中であり、これまで

に二転三転した経緯もある（具体的な事業展開の立地を決めるのは、実際には難しい

ことが分かった）。最初に検討した敷地は、木を伐採して実現一歩手前の段階まで進ん

でいたが、土砂流出の可能性が行政側から指摘されたため、やむを得ず断念した。西

芦別地区は同社の創業の地でもあり、当該地区の多くの土地を同社が所有しており、周

辺に多目的センター等の関連施設も揃っているため、現在のところこの地区が最優先

の候補地となっている。 
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 事業の一時中断を決定したのは平成 23 年 12 月だった（それまでは雪解けを待って着

工する予定で計画を進めていた）。本事業は、20 年、30 年と続けていくべき事業であ

り、開始したら簡単に撤退できない事業である。現在事業検討に関与しているメンバ

ーも徐々に引退し、次の世代に引き継いでいかねばならない事業である。そのため、自

信をもって“永続できる”と言える事業システムを構築できるまで、計画を一時中断

するという決断をした。中断の理由は大きく以下の 2点である。 

 ①北日本精機本体の経営が盤石と言えなければならない・・・もし事業で赤字が

出た場合には、北日本精機が負担するという考えである。そのため、北日本精機

がこの先 20～30 年間、安泰であるという確信が必要である。現在の経済状況は縮

小に向かっており、市場縮小の規模がどの程度なのか、読み切れないのが現状で

ある。 

 ②入居者コスト（賃料）をさらに低減しなければならない・・・賃料（例：5万円、8

万円／月）に食事代を加えると 10 万円／月超になってしまう。この額は本地域の

住民にすると大きな費用である。入居者となる高齢者に賃貸でなけなしの財産を

なくさせないように、（かつ介護予算増につながるようなコストをかけずに）この

費用を抑制する手法を見出す必要がある。 

 

 実際の運営は、運営会社（後述）に委託することとなるが、平成 23 年末までの検討で

は、ソフト事業の検討にまでは至らなかった。 

 現在計画は一時中断になってはいるものの、本件は会長のライフワークでもあり、費

用対効果を高めるための各種検討を継続しながら、経済状況の好転を注視している状

況である。また、知恵と工夫によりコスト圧縮等による採算性（事業永続性）向上の

検討を継続している。 

 

３) 実現を目指す高齢者住宅の概要 
 

＜施設・設備等＞ 

 当初は 2億 5千万円を投じて、西芦別地区に高齢者専用の賃貸住宅を 20 戸建設する予

定だった。その後、芦別市から廃校となる予定の小学校の活用について打診されてい

る。その建物は耐震設計もなされ、グラウンド、体育館も活用できる。遊休社会資本

の有効活用という観点から、当該小学校の活用を検討している。 

 医師を常駐させて入居者の健康管理をサポートする。健康面に不安を抱える高齢者の

ために医師も 1 名施設に常駐させ、漢方を取り入れた予防医療を手掛け、健康維持や

医療費の抑制につなげる。 

 近隣のパークゴルフ場や、取得済みの旧小学校跡地の体育館安堵を利用し、雪が多く



84 

高齢者にとって外出が難しい冬場も含め、年間を通じて入居者が軽い運動ができるよ

うにする。 

 入居者が交流できる多目的センターを近接。センターには調理施設も設備されてお

り、食事も提供できる。 

 同社では行政からの補助金はできるだけ受けずに始めるという基本スタンスである。

補助金を活用して介護関連の財政に負荷を与えないモデルを模索しているためである。

一方、クピド・フェアが運営費等に補助金を受けることができる可能性があるが、こ

れを妨げるものではない。 

 北日本精機としては、あまり他の事例を参考事例としてみてはいないが、新屋敷取締

役個人としては“ケアタウン小平”を参考にしている。ケアタウン小平は、NPO（コミ

ュニティケアリンク東京）が運営している。旧小学校を活用して、訪問医療、訪問介

護、デイサービス等を含めた包括的な支援施設を設け、周囲に関連施設を設置してコ

ンパクトに展開しており、参考となる。 

 

＜勤労・交流促進支援等＞ 

 就労を希望する入居者には、北日本精機の本業のベアリング製造で簡単な作業を手伝

ってもらう。ベアリングの製造は男性社員が多く担当しているが、組立等は女性社員

が多く働いている。高齢者に分担してもらうとすれば、組立業務を考えている。また、同

社には精神障害者の方の作業ラインが設置されており、そこで実施している作業等な

ら、高齢者にも適していると思われる（箱の糊付け、組立等）。作業に対しては、少額

であっても、対価の提供を考えている。これで生計を立てるというわけではなく、作

業場に来れば仕事があり、昼食が食べられるという状況にしたい。 

 入居者のコスト負担を減らすためにも、厨房、清掃等については、できる人は入居者

であっても行ってもらい、それに見合った対価を提供することも検討している。そう

すれば、最低賃金水準で 1日 3時間月 10 日間実施したとしても月数万円になり、入居

費の足しにしながら生きがいを提供していくことになり得る。ただし、企業として

は、この活動によるコスト削減を期待していない。また、厨房、清掃業務に完璧な品

質を望んでいない。高齢者が自分のペースでやってもらうことが重要である。 

 また、住宅ができれば、隣接地に畑を作って、そこで農作業に従事してもらうことも

考えている。 

 現在でも、月 1回、高齢者を約 20 人、多目的センターに呼んで、食事会を楽しんでも

らっている（交流促進）。仕出し弁当を供出しているが、半分は食べきれずに家に持ち

帰り、夜に自宅でパーティーをする等、交流の創出にも貢献している。人間には楽し

みがないといけない。栽培や山菜取り等の活動を取り入れることも検討する。また、上

記食事会や盆踊り等の行事に独居老人を誘う活動は、今後も継続して行っていく。地

域とのコミュニケーションを継続することが重要であり、これを怠るとだんだん億劫
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になり、自宅にこもっていってしまう。 

 

４) 期待効果 
 当初は、市営住宅からの住み替え入居者を想定しているが、後々には近隣住民の移転

や移住等の際の居住地候補の一つとなることも目指している。 

 同社保有の土地のうち、遊休地を、高齢者の畑仕事に使ってもらっている。農作業、栽

培、近所へのおすそ分けなどが高齢者の健康に好影響を及ぼしていることを実感する。

また、市から運営委託を受け、銭湯を開いているが、地域住民の楽しみの一つ、交流

の場として機能している。 

 

５) 現状の課題、今後の方向性 
 本事業は 20 年、30 年と継続すべき事業であり、実行責任者は、一代限りではなく、世

代を交代しながら運営を進めていかなければならない。このような責任者をどのよう

に育てていくかが重要である。本事業においては“継続性”が最重要事項である。継

続性の確立に向けては、採算性も重要だが、組織づくりが非常に重要である。 

 

 北日本精機（製造業）が新たに福祉事業に参入する際には、新たな事業体・組織の形

成が不可欠である。三井鉱山の土地を引き受けた北日本精機では、敷地に市営住宅が

立地しているため、賃貸収入を得るために、定款上不動産業務の実施が可能である。

高齢者賃貸住宅事業開始の暁には、賃貸業務は北日本精機が実施するが、運営は岩見

沢市にある福祉施設を運営する社会福祉法人クピド・フェアに委託する予定である。 

 クピド・フェアが展開している授産施設は、約 30 年間、同社の組立て業務を受託して

きた。集中力を伴う作業等を中心に、同社の重要な 1部門を担っている状況である（同

社内に作業用のラインが配置されている）。クピド・フェアでは、幅広く身体障がい

者、精神障害者等も活用して製造事業を行っており、福祉施設（特養ホーム）も運営

している。専門性を持ち、医者や指導員を有するクピド・フェアが運営主体となるこ

とは、同社とも合意に達している。 

 

 検討においてはネックとなった入居者にかかるコスト（賃料。10 万円／月超）につい

て、その抑制に向け、北日本精機がイニシャルコストを全額負担し、運営業者はラン

ニングコストのみを負担する等の方法も検討しているが、税務上の問題等をクリアす

る必要がある。 

 運営が順調に進めば、今後、住戸を数百戸に拡大することも検討している。 

 

 高齢者福祉の問題は、我が国の良心、プライドの問題であると考えて、北日本精機と

しても力を入れて取り組んでいる。高齢者の福祉が破滅するような事態を招いては、日
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本民族の将来に悪影響を及ぼす。民間の役割を意識して、できる範囲内で責任を全う

し、行政にバトンタッチするまでの前段階を担当していきたいと考えている。 

 顧問弁護士とともに高齢者に対する福祉、死亡時遺産相続等の専門的な知識を磨いて

いる。来年度は、学校（廃校）を活用した福祉のあり方について勉強しているところ

である。 

 

６) 行政に対する意見 
 芦別市の市長・役所とも親しく、情報提供をはじめ、市からの積極的な支援を受ける

ことができる環境にある。 

 市にも、この高齢者住宅事業をどのように継続していくか、西芦別地区の開発をどの

ようにしていくかというビジョン検討を進めていってほしい。少子高齢化、過疎化の

中、行政がとっている対応は、市役所や駅の周辺に住居を整備する「コンパクトシテ

ィ化」が主であり、郊外の西芦別地区（かつて炭鉱があった時代には数万人が居住し

ているが、現在では千名程度に減少している）をどのように開発していくかを一緒に

検討してもらいたい。 

 

 国等により、高齢者賃貸住宅事業の成立可能性や課題の検証等を行うモデル事業が展

開されれば、実務的には参考になる。ただ、ビジョン的には、各地域で高齢者福祉が

抱える課題、目的、方法論等が異なるため、地域での検討がより重要となる。 

 

 理想的な施設をデザインして、そこに入居させるというよりもむしろ、自然の生活の

流れの中で、高齢者をみていくという考えが重要。地域によって高齢者福祉に対する

考え方を変えていかなければならない。 

 

 医療についても、漢方との併用をはじめとして、入院に至る前段階の予防医療のシス

テムを作るべきではないかと考えている。何かあったらすぐに市立病院を受診するよ

うなことを続けていれば、医療資源の無駄遣いにつながり、医療システム全体が崩壊

してしまう。 

 

 これからの高齢社会を考える上での大前提として、“人間は 80～90 歳になったら死ぬ

ものだ”という暗黙の了解がないと福祉財政は破たんする。「あんた、もう先は長くな

いんだから、これ以上高額医療の必要はないよ」と言い合えるような関係を構築して

おくことが重要である。 
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参考：現在展開している多目的センターの写真 

 

＜多目的センターの外観＞ 

 

 

＜食事会や各種イベントなどが開かれるスペース＞ 
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参考：社会福祉法人クピド・フェアの概要 

 

（所在地）北海道岩見沢市志文町 301 番地 

 

・社会福祉法人クピド・フェアは、 

・身体障害者療護施設「くぴどハイム」 

・障害者支援施設「くぴどワークショップ」 

・障害福祉サービス事業所「アゴラ」 

・障害福祉サービス事業所「K・P'96」 

・障害者支援施設「パシオ」 

・特別養護老人ホーム「こぶし」 

・通所介護「デイサービスセンター  ほほえみプラザ」 

・居宅介護支援事業所「ほほえみプラザ」 

・診療所「くぴどクリニック」 

の 8 施設 1 診療所から成り、それぞれの特性を充分に活かし、複合施設として、協調・発

展することを目的としています。 

 

・クピド・フェアでは、障害者・高齢者の方々の意欲経験を活かし、仕事や趣味などを通

じ、社会参加と生活の充実を図り、安心・幸福が感じられ、さらに地域社会に貢献できる

施設づくりを目指します。 

～ホームページより
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北日本精機株式会社と業務提携し、自動車部品や OA 機器、医療機器等の精密機械に使用さ

れる小型・極小ベアリングの製造を行なっています。ここで作られたベアリングはヨーロ

ッパを中心に多くが世界へ輸出されています。  
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■世界品質の北日本精機株式会社と共に 30 年 

30 年以上に渡り、当法人と業務提携している北日本精機株式会社(本社：芦別市)

では小型・極小ベアリングで世界シェア No1 の実績があり、非常に高品質・高性能

なベアリングで定評があります。 

また、平成 20 年には、北海道における経済・社会・文化の発展に貢献した、個人・

団体に贈られる最高位の知事表彰である北海道功労賞を代表取締役である小林英

一氏が受賞いたしました。 

■ベアリングとは･･･ 

ベアリング(bearing)の“ベア(bear)”とは英語で“支える”という意味があり、回

転する軸を支えるものです。基本構造は、“外輪”と“内輪”、その間にある“ボー

ル”とそれを等配し保持する“保持器”からなり、用途としては工作機械、車や電

化製品、医療機器の回転部位などで幅広く使用されています。 

■クピド・フェアが担当する工程 

こちらでは部品受入れから外観検査、脱磁・洗浄、溝測定、ボール入れ、保持器入

れ、スキマ検査、加締め、計量、回転検査、出荷までの工程を行なっています 
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（２） 東京大学高齢社会総合研究機構（豊四季台団地） 

 

１) 高齢者就労創生事業に取り組んだ背景や問題意識 
 

 もともと、東京大学高齢社会総合研究機構そのものが学際的なプロジェクトであり、学

問の枠を超えた社会全体の課題に、民間・行政を含めて一緒に取り組んでいくとう形

で事業を推進している。その中で、柏市・UR 都市機構・東京大学高齢社会総合研究機

構の 3 者で柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会を立ち上げて、豊四季台団地をモデ

ルケースとして、どのような高齢社会を実現していくか研究を行うことになった。柏

市と組んだのは、東京大学のキャンパスが柏市にあるということも、大きな要因であ

る。柏市は、これから急速に高齢化が進むという特徴、東京のベッドタウンという特

徴、裏返しとして「特徴がない」という特徴を持っており、全国のモデルになるので

はないかと考えて、フィールドとして適しているのではないかと認識している。 

 柏市自体は人口 40 万人を超える大きな都市であるが、その中で特にどの地域が問題か

を検討していった中で、高齢化率 40％をすでに超えている豊四季台団地をターゲット

にして事業に取り組むことになったものである。 

 豊四季台団地の事業主体である UR都市機構も、全国に類似の団地を多数抱えており、ぜ

ひ今後のあり方を一緒に検討したいということで、3者が一緒に事業を進めることにな

った。 

 当初は大学側が柏市側に積極的にアプローチした。柏市も、高齢社会に向けての課題

解決を検討していたところであり、うまく協働することができた。 
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 大学側と柏市側ではそれぞれ問題意識を持っていた。大学側としては、これからの地

域社会で高齢者にとって何が必要になるかを検討する中で、Aging in Place という

概念を構築して打ち出した。この概念は、「住み慣れた場所で自分らしく老いることの

できるまちづくり」ということであり、そのための具体的な方策を提案し実践すると

いう取り組みを推進している。現在のまちは、ハード面・ソフト面いずれにおいても、ま

だ不十分であり、それを実現するモデルケースを作るのが１つの大きな目的である。 

 

 

 2009 年のはじめに、3 者で共同して「柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会」を立ち

上げた。それから 1 年半ほど、どのような取り組みを行えばよいか研究会で検討を重

ねた。その中で、2 つの課題、すなわち、「いつまでも在宅で安心した生活が送れるま

ち」「いつまでも元気で活躍できるまち」という課題に焦点を当てて、その課題解決を

具体化するために、地域包括ケアシステムの具現化、高齢者の生きがい就労の創成

に、重点的に取り組むことになった。 



94 
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＜柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会の経緯＞ 

 

 

＜三者が目指すところ＞ 

 

 

＜柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会の構成＞ 
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２) 高齢者就労創生事業検討の経緯（期間や段取りなど） 

 

 前述した、Aging in Place というキーコンセプトに基づいて、大学は研究費をとっ

てくる、UR 都市機構は団地のどこで何を展開できるか検討する、柏市は行政としてど

のような部署・民間事業者がどのような支援を行うことができるか検討する、という

役割分担を行いながら、具体的な方策を構築していった。 

 事業が具体化してきたのが、最近の 1年くらいという状況である。 

 

 就労について、どのような具体策を行えばよいか検討する中で、住民の声などをヒア

リングしたところ、柏都民（柏に住んでいるが勤務をはじめとする生活の大半を東京

都内で過ごす人たち）と言われる人が 50 代 60 代でも大半を占めており、そういう人

たちは地域とのつながりが乏しく、いきなり地域活動をしましょうといっても実際に

は難しい、ということが分かった。従来から、柏市としても地域活動にとりくんでき

たが、そこに参加するメンバーも固定化してなかなか広がらないという課題もあった。

「ボランティア」や「支え合い」という言葉だけでは参加してくれない高齢者が多い

のではないかと考えるに至った。統計データによると、柏市では、リタイアして地域

に活躍の場を探す人が毎年約 4000 人ずつ増加していること、2020 年を超えると「高齢

者」の半数以上が 75 歳以上になることが明らかになった。そういう人たちこそ多様な

能力を持っているし、何もせずに放置しておくと、引きこもりなどの社会問題につな

がってしまうという懸念もあった。そうした高齢者の人たちが、社会的に活躍できる

場を増やそうという意見が強まった。研究会で議論を重ねた結果、「就労」の取り組み

を行うことになった。 

 なお、実際に取り組むことになった時に、UR 都市機構の他の団地（豊四季台団地より

も入居者の年齢層が 10 歳くらい若い）から「うちをフィールドに事業を行ってほしい」

という声も上がった。（今後の検討課題である。） 

 具体的にどこにニーズがあって、何が足りなくて、それを埋める資源がどこにあるの

か、といった点を検討していった。例えば、保育園について、学童保育が足りない、保

育園の数は多いが質の面でやや不均一な状況がある、等の課題を抽出して、そこに高

齢者の活躍の場が作れないか、というアイディア出しを行っていった。 

 そうした議論を集約する中で、「農」「食」「保育」「生活支援」という４つの側面から、７

つの就労事業モデルを創造し持続的な事業運営の確立を目指すことになった。 
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３) 高齢者就労創生事業の概要 
 

＜４領域７事業の展開＞ 

 豊四季台団地の入居高齢者のニーズに合わせて、「農」「食」「保育」「生活支援」とい

う４つの側面から、７つの就労事業モデルを展開している。 

 

 

 農業については、柏市は都市近郊ということもあり、農地は多い地域であった。農地

を持っていて農業を継続することが難しい人たちとの協働をどのようにすればよい

か、ということを考えて、柏市農業者有志による組合「柏農えん」を組織して、高齢

者の活躍の場を設定することにした。 
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 食については、地域の課題として、食の質をいかに高めていくか、そのためにはコミ

ュニティの中に食堂を作って地域の高齢者が交流できる場を設定する、等の取り組み

を検討している。ただし、「食」については、団地の建て替え事業と連動している案件

なので、これから民間企業の公募を行って、パートナーを選定していく予定である。

他の事業については、パートナー企業はほぼ決まっている。どのように高齢者の人た

ちに働いてもらうか、検討してもらっている状況である。 

 

 保育については、保育士の仕事を地域の高齢者（元保育士だった人たちなど）がどの

ように支援していけばよいかを検討している。 
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 生活支援については、高齢者に限らず、生活を豊かにするためにサポートするサービ

スを導入することを検討している。具体的には、海外旅行に行くので庭の木に水を上

げる、電球を替える、といった細かい生活上の支援を考えている。将来的には、高齢

者の生活を高齢者が支えたり、若い世代の生活を高齢者が支える、というイメージを

目指している。 

 

 構想を実現するために、実際に協力して頂ける民間企業を公募したり、伝手を頼って

声をかけたりして、パートナー・参加者を増やしている。そうしたパートナー企業に

どのような高齢者が必要か検討してもらい、高齢者にもどのような取り組みに参加し

たいかを検討してもらって、両者をマッチングする取り組みをはじめている。 

 

＜就労セミナーの開催＞ 

 地域全体として、高齢者の登録リストをプールするような組織を立ち上げることも検

討している。高齢者の人たちを対象に就労セミナーは開催し始めている。年 4 回のセ

ミナーのうち 3 回に参加すると修了証が渡されるとともに、希望する就労をリストに

登録されて、具体的な就労のマッチングに進む仕組みになっている。セミナー修了後

にさらに勉強したい、あるいは自分で起業してみたいという方々は独自で勉強会を行

ったりしている。これまでに２期実施しており、100 人の修了生（OB）がいる。本年４
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月には第３期を実施する予定である。セミナーの場所は主に東京大学柏キャンパスで

ある。来年度の夏くらいからは、市のホールで開催することも検討している。 

 

 第１期の男女比は５：５くらいだった。第２期は男女比が９：１くらいだった。第３

期はどのようになるか分からない。年齢層は、７０代前後が中心である。（男性の方が

サポートの手が必要なのかもしれない。） 

 第１期の修了生でマッチングも終了して働き始めている人もいる。 

 ただし、最も就労数が多くなる予定の農業については、大震災の影響でホットスポッ

トの問題が発生したため、一時事業を中断しており、これから本格的に就労を拡大す

る予定である。 

 セミナーの第１期は豊四季台団地の方に対して広告を配布したので、豊四季台団地の

入居者が多かったが、特に豊四季台団地の入居者だけに対象を限定しているわけでは

ない。第２期は、別の団地にもポスティングで広告をかけたこともあり、豊四季台団

地以外の住民も増えた。第３期は、市の公報で宣伝して、幅広い地域から募集するこ

とにしている。 

 本格的に就労が始まって、効果も出始めるのは、2～3 年後くらいではないかと考えて

いる。本事業は JST（科学技術推進機構）のモデル事業にも取り上げられており、これ

から１年半までがモデル期間である。それまでに効果までデータで示したいと考えて

いる。 

 事業者としても、高齢者を雇用するとどのような効果があるか、高齢社会に対応した

ビジネスモデルを構築していくことが求められる。高齢者をボランティアとして雇用

するだけではなく、事業としてモデルとなる姿を示していくことが重要である。 

 原則として、公的な資金は導入されていない。一部、例えば子育て支援事業の補助金

が「保育」の事業に導入されていたりするが、例外的である。あくまでも、民間事業

の採算ベースに乗る形を実現することを目指している。ただし、事業全体が新しいコ

ンセプトの取り組みなので、立ち上げの際は大学も柏市も支援するが、１～２年後に

は、民間事業者の活動として自立していくことを目指している。 
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＜就労セミナーのパンフレット＞ 
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４) 期待効果 

 

 就労セミナーの参加者には、座学だけではなくディスカッションしてもらっている

が、「今までずっと働いていて、その時には、リタイアしたらあれをしたい、これをし

たい、という思いがあった。しかし、実際にリタイアしてみると結局３ヶ月くらいす

るとネタが尽きて、働きたくなってくる」という声が印象的だった。働かなくなると

体を動かすことが少なくなり、体力も低下してしまうようだ。働くことで、体を動か

す、という点が大きな要素となっている。お金のためではなく、人と会ったり、出か

ける場所をつくる、誰かの役に立つ、ということが大切なポイントであり、それをま

とめると「生きがい」ということになるのではないかと考えられる。 

 大学としては、就労する高齢者の健康に効果があるかをデータとしてもモニタリング

していくことにしている。就労する高齢者本人の健康状況や認知機能、体力などを定

期的に測定していくことにしている。就労できるだけでなく、無料で高度な健康診断

を定期的に受けることができるという面も、高齢者の事業参加のインセンティブにな

るような仕組みにしている。「社会参加はいいですよ」と言うだけでなく、効果をデー

タとして示していくことにしている。 

 就労創生事業は、JST（科学技術振興機構）のモデル事業にもなっており、その事業と

いて、生きがい就労の効果検証を行うことになっている。 

 

 



106 

５) 現状の課題、今後の方向性 

 

 就労のメニューとして、現在のところ、体を動かすものが多いが、頭を使うメニュー

も拡大していく必要があるのではないかと考えており、具体的な項目を検討している。

例えば、農業については、農作業するだけではなく農家の経営を助ける、という業務

もメニューに取り込んでいきたい。 

 事業者を募ることが大きな課題である。高齢者を雇用することに不安を持つ企業が多

い。アイディアには賛同してくれても、実際にパートナーとして参加して頂ける企業

は少ないのが現状である。今後は、成功事例を作って、「高齢者を雇用すると、こうい

うメリットがある」という点を積極的にＰＲしていくことも必要であろう。社会貢献

だけの視点では、民間企業を巻き込んでいくのは難しい面がある。 

 現在、パートナー候補の企業を選定するに当たっては、柏市がこれまでに市とつなが

りのある企業を中心にピックアップして、該当するケースに声をかけていく、という

形が多い。今後、事業が拡大していくと、個別にピックアップして個別に対応してい

くという形はとれなくなってくる（手間がかかりすぎる）ので、もっと組織的な対応

を検討していく必要がある。 

 事業統括組織を立ち上げるとすると、人材斡旋・就労斡旋の業務を行うことになり、規

制の厳しい制度のもとで、どのような仕組みを構築していけばよいか、難しい。シル

バー人材センターも類似の業務を行っており、そことの調整も必要になってくる。現

在、法律的な部分も勉強中である。 

 高齢者の就労については、希望する就労形態が多様であり（午前中がよい、午後がよ

い、週３日まで、週４日、等）、企業とのマッチングは難しい面もある。それをいかに

効率的に行っていくかは検討課題である。 

 就労は就労だけではないと考えている。都心まで行って働くのではなく、自分のペー

スで地域に貢献する、ということが重要ではないか。実際に、高齢者の中からも、「働

きたい」という声が出てきている。 

 

 事業統括は、現在、大学側で事務局の活動を行っているが、事業統括組織を新たに立

ち上げることも検討している。ただし、就労斡旋などまで含んだ活動になるので、厚

生労働省の制度との関係もあり、どのような形にするか検討中である。理想的には、事

業統括組織も自律的に活動できて、その活動を地域の高齢者が担っていく、という姿

を目指している。 

 現在でも、事務局の業務を柏市の高齢者有志の方々に支援してもらっている。 

 参加する高齢者の中には、就労するよりも、全体の企画などを考える方が向いている

方もいるので、そうした人たちの活躍の場を設定することも検討課題である。 
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＜事業統括組織「オフィスセブン」の構想イメージ＞ 

 

 

 

６) 行政に対する意見 
 

 人材派遣的な事業を具体化する中で、具体的な特例事項などが発生する可能性が高い。

具体的にどのようなことが発生するかはまだ不明であるが、そうしたことが発生した

場合に、柔軟な制度運用をして頂けると有難い。 
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（３） グループハウスシャロームつきみ野 

 （ヒアリング対象は、シャロームつきみ野を運営しているＮＰＯ法人シニアネットワークさがみ） 

 

１) 開設に至った背景・問題意識 
 

 そもそも、この住宅が建っている土地を持っている地権者が、高齢社会に対応した賃

貸住宅を作りたいという意思を持ったことがきっかけである。 

 この住宅を建てるに当たって、運営委員会を立ち上げて、数人のメンバーで協議しな

がら進めていくことになった。 

 NPO 法人の理事長はもともと 1 級建築士であり、神奈川県庁に勤務していたが、20 年

ほど前から高齢社会に対応した住宅を手がけてみたいとかねてから考えていて、ライ

フワークで取り組んでいたところ、知人の紹介で地権者とお話しする機会があり、ぜ

ひ一緒に事業を進めようということで、運営委員会にも参画して、事業を進めてきた。

（当住宅の設計にも、NPO 法人の理事長が参画している。） 



109 

＜シャロームつきみ野の理念＞ 
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２) 開設までの経緯（期間・段取りなど） 
 

 当住宅の基本的な構想は、NPO 法人の理事長がアイディアを整理して、地権者に提案し

て実現に至った。 

 高優賃の制度も始まったところであったが、制度を導入するか否かは都道府県の裁量

にゆだねられており、神奈川県は当時、導入を見送ったので、そうした制度には乗ら

ない形で事業化した。 

 1999 年 7 月にオープンした。企画を検討している段階から、介護保険制度導入の動き

も始まっていたが、そもそも高齢者が安心して居住できるハードの整備も合わせて行

っていかなければならないのではないか、という問題意識は持っていた。要介護度の

高い人については、介護保険制度が導入されてケアが行われるようになるが、要介護

に至る前段階の高齢者や軽い段階の高齢者が安心して居住できる住宅を作ろうと考え

た。 

 

 オープン当初、高齢者住宅の概念や考え方も浸透していなかったので、とまどう人も

いたかもしれない。ただし、介護保険も導入されておらず高齢者の福祉施設も多くな

かったため、「施設」のイメージを持つ人も少なかった。 

 

 入居者募集に当たっては、地域のコミュニティセンターのホールで説明会を開催した

が、ホールに入りきれない多数の人が参加した。その当時から、関心は高かったと考

えられる。 

 入居募集については、ＰＲ先がなかった点は苦労した。一般の不動産ルートで募集を

かけることは難しかった。ただし、全部で 14 室と小規模なので、知り合い等のルート

で対応することができた。 

 

 企画を検討するに際しては、元浦和市議会議員が運営している「グループハウスさく

ら」の取り組みを参考にした。 

 当住宅と同年（4 月）にオープンした「COCO 湘南」も類似の事業であることは、スタ

ートした後で分かった。オープン以来、お互いに交流している。 

 ただし、本当に類似する取り組みは厳密な意味で言うと存在しなかったこともあり、運

営委員会で考えながら進めることになった。 

 

 前述の運営委員会方式で事業を進める中で、入居者の生活を支援するためのボランテ

ィアも導入するようになった。ボランティアは原則として有償ボランティアであり、大

半は近隣の住民である。そうしたボランティアの人数が増えてきたので、ボランティ

アもメンバーに含める形で NPO 法人化して、運営を担うことになった。（NPO 法人化し
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たのは、住宅がオープンしてから 3 年目の 2002 年 7 月）NPO 法人のメンバーは、地権

者・運営委員会委員・ボランティア・コーディネータ（住宅のお世話役）など 40 名ほ

どである。 
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＜これまでの経緯＞ 
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３) 共同住宅（シャロームつきみ野）の概要 
 

 当住宅の立地は、駅から徒歩 15 分以上かかり、利便性が高いとは言えないが、そのく

らいが高齢者の生活にとってはよいかもしれない。 

 頭がクリアで、他の入居者との共同生活が問題なく送ることができる高齢者であれ

ば、誰でも入居することができる。 

 NPO 法人が入居の申し込み受付から退去に至るまで全ての業務・住宅の運営管理を行っ

ている。地権者である法人から委託を受けている。ただし、入居に関する賃貸契約や

サービス提供契約は地権者（大家）と入居者の間で契約を結んでおり、NPO 法人は契約

そのものには介在していない。 

 

 当住宅の公的な資金導入は全くない。家賃収入のみで運営している。 

 家賃は原則として月 8 万 5 千円であり、それに管理費が月 4 万 5 千円、水光熱費・電

話代等がかかる。（居室のタイプは 3タイプあり、家賃はそれぞれ設定されている。） 

 食事は、自分で調理しても構わないし、昼食・夕食は食堂で一緒に食べることができ

る。その場合には食券を事前に購入して、「食べたい」という意思表示をする必要があ

る。調理師が調理しており、実費は入居者に負担して頂いている。 

 

 入居者の生活を支援するために、NPO 法人で「配色サービス」「ミニデイサービス」「家

事支援サービス」「住まいサービス」「移動サービス」を実施しており、入居者も参加

して頂ける場合には、サービスの担い手側として参加してもらっている。 

 入居者も NPO 法人の正会員として、運営にも参画している。月に 2 回、全入居者が集

まる連絡会も実施しており、入居者もイベントの運営や食事のメニュー・遠足などに

至るまで一緒に検討している。ただし、連絡会は自主参加（参加を強制していない）

ため、参加したくない場合には参加しなくともよい。 

 

 住宅は全体で 14 室ある。現在 1 室空いており、13 施設は埋まっている。12 室は一人

暮らし世帯（男性 1名・女性 12 名）であり、1室は姉妹の方が入居している。 

 

 入居者は 60 代～90 以上の方まで多様であり、平均年齢は 80 代前半くらいとなってい

る。オープン当初から比べると年齢層は上がっている。オープン当初から入居してい

る人も半数近くいる。 

 

 介護保険を利用している入居者は 4 割くらいいる。ただし、介護保険の利用は入居者

ご本人の判断で選択して決めて頂いている。NPO 法人では介護保険の利用等について

は、介入していない。（相談に応じることはあるが。） 
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 入居者は近隣の方が多いというわけではない。むしろ、近隣に息子・娘が住んでいて、自

分の親を呼び寄せる、というケースが多いようだ。 

 

 全体の運営などはコーディネータが援助しているが、週の半分程度、日中の時間帯し

かおらず、何でも屋的な活動をしているわけではない（入居者の生活で足りないこと

をコーディネータが全て埋める、というわけではない）。そのことは、入居者にもきち

んと説明している。入居者ご自身の生活の中で足りないことがあったら、まずは自分

たちで何とか埋められないか考えてもらうようにしている。例えば、夕食は有償ボラ

ンティアが作ってくれるが、後片付けは入居者が手分けして行ったりしている（元気

な入居者がローテーションを組んでいる）。 

 夜間・早朝帯には、緊急通報のサービスをつないでおり、何か異常があったら、NPO 法

人の職員が対応するようにしている。実際には、日中の時間帯は、誰か NPO 法人の職

員がいる形になっている。 

 有償ボランティアは、ここに歩いて来られる近隣の住民である。 
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＜シャロームつきみ野の居室のタイプ＞ 
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４) 効果（入居者の声・自治体の声など） 
 

 行政（大和市）からは、声は聞こえてこない。社会福祉協議会とは若干ではあるが交

流している。 

 入居者からは、以下のような声が寄せられている。 

 

＜入居者から寄せられた声＞ 

 

 
 シャロームに来て毎日が本当に楽しいです。 

 一昨年、大病をしましたけれど先生が「栄養状態が良いので手術できます」

と云われ手術しましたが、元通り元気になりました。 

 これも奉仕して下さる皆様のお陰です。 

 これからも宜しくお願いします。 

 平成 12 年 8 月、長年住み慣れた我家をあとにしてこのシャロームつきみ野

に入居した。あれから早 8年になる。 

 当時私が住んでいた家は、主人と二人で苦労して立てた家であった。然し

彼の突然死によって私の一人暮らしが 7 年目に入ったころ、ＮＨＫでシャローム

のことを知り入居を決めたのである。 

 一人暮らしが大分辛かったのでうれしかった。シャロームはその頃結構規則

があり、先ず食事の後片付け、食器洗い、キッチンの床掃除、食券の当番

など。 

 でも一番楽しかったのは、おいしい食事を皆で一緒に頂くことだった。時には

食後に映画の観賞会もあり、栗の皮むきは大変だったが、栗ご飯は最高だっ

た。それに梅干をつくる手伝いとか、それに毎春必ずお花見に色々な所へ連

れて行って下さったことは良き思い出です。 

 現在のシャロームの方達は、それぞれご自分達の趣味を生かして自由に楽

しんでいるようである。 

 毎朝ウグイスや色々な鳥の鳴声で目を覚まし、窓からはあざやかな緑の森

が広がり、庭にはたくさんの花が咲いている。まさに癒される風景である。 

 悔いのない日々を過ごしていきたいと願っている。 
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５) 現状の課題 

 「就労」そのもののサービスは、現状ではない。平均年 

 齢が 80 代なので、働くというステージではないのではないかと考えている。 

 

６) 行政に対する意見 

 介護保険を利用しているケースで、要介護度が軽くなった人については公的支援を検

討してほしい。その高齢者本人に対する直接的な援助でなくても、その高齢者を面倒

みている組織・職種等への補助であってもよい。要介護度が軽くなった要因を特定す

ることは難しいので、当住宅であればコーディネータ役の職員に対して一括して人件

費補助をする等の仕組みがあるとよい。実際には、要介護 1 から要支援になると、利

用できるサービスやコスト負担が減少してしまうので、逆に困るケースが出ている。

社会全体の保険コストを低減するためには、介護予防にも補助をしてほしい。 

 医療保険でも、例えば 20 年医者にかからなかったらメリットが付与されるような仕組

みがあってもよいのではないか。自動車の損害保険であれば、無事故無違反を続ける

と、保険料が安くなる仕組みがあるので、そうしたものを参考にできるのではないか。 

 

 当住宅のように、入居者がここで暮らすという自主的な選択をして、自立した生活を

していこうという理念のもとに、お互いに助け合いながら生活していく、という形の

住宅が地域に増えていくと、社会全体の介護保険のコスト低減につながるのではない

か。地権者にとっても、入居者にとっても大きな効果がある。そもそも、高齢者は施

設の生活そのものになじまないのではないか。 

 ただし、こうした住宅を継続させていくためには、公的な補助も必要になってくるの

ではないか。 
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（４） 高齢者共同住宅オードリー 

 

１) 開設に至った背景・問題意識 
 

 高齢者共同住宅オードリーの事業主体である八城商事は、賃貸物件管理を主要業務と

している企業である。高齢化が社会問題となる中、その解決に向けて何が求められて

いるかを考えたとき、高齢者の自立支援、介護を必要としない健康かつ活力ある生活

を送ることができる高齢者住宅が必要ではないかとの認識に達し、高齢者専用賃貸住

宅（高専賃）事業に参入した。 

 代表取締役の川口民子氏には、“女性だからこそできること、頼りにされることがある”

との思いがあった。また、高齢者住宅として特徴を持つ（他の住宅と差別化をする）

という意味からも、女性専用の高齢者専用賃貸住宅とした。 

 川口氏の実家が新潟で農家をしていたこと、夫の実家（東京）も農家で農産物の販売

を行っていたこと等から、高齢者には（例え現在では農作業を自らすることは難しく

なっているとしても）過去に農作業をした経験を持ち、農業を懐かしく思ったり、農

産物の生育に強い関心を持っている人が多いことを実感していた。高齢者住宅の職員

と入居者で農作業を共有し、農業や作物・料理等を通じて入居者の生きがいへと結び

つけることができればと思い、畑を隣接した住宅設計とした。 

 高齢者の女性は若い頃から働きながら生活してきた。“働く”ということが生きがいに

つながるものと考えられる。農作業を実際にするしないは別として、農菜園とともに

暮らすことで、自らの成育環境に少しでも近い環境で暮らしていけるのではないかと

期待される。 

 自分たちが食するものが生育している様子を眼前に見ることができる喜びを、（押しつ

けではなく）自然のうちに感じてほしい、というのが、オードリーを開設した思いで

ある。 

 

オードリーとは 

新潟市南区（旧白根市）にある高齢者共同住宅オードリーは、緑豊かな住環境の中で自然

と共に、あの”ローマの休日”で有名なオードリーヘップバーンのようにいつまでも明る

く自由に楽しみながら暮らして欲しいと願います。 

オードリーは全１０戸女性専用住宅です。 

女性だからこそ、女性でないとお願いできない事ってありませんか？スタッフも全員女性

のオードリーはそれを可能にした共同住宅です。 
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農菜園と地域密着型高齢者共同住宅オードリーは、 

国土交通省が実施する平成 21 年度 第 1回 高齢者居住安定化モデル事業に選定された適合

高齢者専用賃貸住宅です。 

 

２) 高齢者共同住宅オードリー開設までの経緯（機関・段取りなど） 
 

 八城商事では、高齢者専用賃貸住宅を、今後必要かつ有望な事業と位置付け、4年前に

その建設に向けて準備していたところ、国土交通省のモデル事業（「平成 21 年度 第 1

回 高齢者居住安定化モデル事業」）の募集があった。募集期間は短期間だったが、関

連資料（設計図面等を含む）は既に準備されていたため、応募できた。本モデル事業

の第 1回目の募集で、応募数が少なかったこともあり、折よく採択されるに至った。 

 オードリーの設計に際しては、高齢者住宅財団の資料等を参考にした。 

 

 八城商事では、賃貸住宅、不動産物件に対する専門知識はあるものの、介護について

は必ずしも十分な知識を持っていなかった。 

 

 

 入居者の募集に際し、まず不動産事業者に入居に関心を持つ方の紹介をお願いした

が、高専賃についてよく知らないようだった。ターミナルケアは不動産業界ではタブ

ーとなっている雰囲気もうかがえ、業界の反応は冷ややかであるイメージを受けた。

実際、不動産業界からの紹介による入居者は 1名のみである。 

 そこで、介護業界にもアプローチしたが、そちらの方も当初はあまり高専賃に対する

理解が進んでいないようであった。各所に足を運んでいるうちに、介護関係者か

ら、徐々に高齢者住宅の内容について理解いただけるようになってきた。次第に、ケ

アマネジャー、地域包括支援センター、老健施設、病院等からアドバイスや提携の話

をいただけるようになり、現在、問い合わせが増えている状態である。 

 

 他方、八城商事では、高齢者住宅事業の位置づけを明確にしたいという意識から、現

在、新潟市に対し、高専賃からサービス付高齢者住宅への変更届け出を申請中である。 

 

 新潟市をはじめとする行政からアドバイス、補助をもらったことはない。新潟市もよ

うやく高齢者住宅について理解をはじめているところである。 

 新潟県内では、「地域包括ケアの町づくり」への機運醸成に向けた活動が進められてい

る。「地域包括ケアの町への復興応援団」が結成され、思いの通じる関係者が集まり、勉

強や取組を進めている。 
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３) 高齢者共同住宅オードリーの概要 
 

 高齢者が、安心して、生きる喜びと活力ある生活を送るために、自分らしく暮らせる

場所としてオードリーは存在している。 

 土地代が安いこと、環境が良いこと、生活リズムがゆっくりと流れていること、病院

等に比較的近いこと等を理由に、現在の場所を住宅地として選んだ。 

 

 最大入居者数は 10 世帯。現在 5世帯が入居している。在宅の介護保険サービスを利用

している方もいる。すべて県内の方である。最初の入居者は平成 23 年 6 月に入居した。 

 

 職員は 4 名。交代で宿直をしており、24 時間誰かが入居者を見守っている体制となっ

ている。 

 協力医療機関については、現在、連携先をお願いしているところである。現状では、入

居者それぞれがかかりつけ医に通っているが、今後要介護度などが上がっていくにつ

れて、協力医療機関が必要となってくると感じている。 

 

 入居者の家族は頻繁に出入りしている。入居者の家族がオードリーの情報を入手し

て、検討・入居へとつながることが多い。入居者が許せば、宿泊も可能である。 

 

 農菜園が敷地内に隣接している。国土交通省のモデル事業では、“自立”意識が強い高

齢者を対象としていたこともあり、休耕地も活用して（農作業を行うことの効用等の）

実証を行ってきた。しかし、実際の入居者は要支援、要介護 1 程度の方が中心となっ

ているため、本格的に労働するというよりも、隣接農菜園で気が向いた際に作業する

という方が現実的である。 

 当初は、県が運営するアグリパークに行って農作業をすることも想定していた。アグ

リパークは平成 24 年 4 月にオープン予定だったが、建設が遅れており、まだオープン

していない。また、入居者の現状も踏まえると、隣接農菜園で十分と思われる。（アグ

リパークでの農作業をどのように取り込んでいくかは将来的な検討事項である。） 
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住宅概要 

 

 

  住宅外観     住宅外観    太陽光発電 

 

 

  食 堂     食 堂    畳コーナー 

 

 

  廊 下     居室 8 帖    お風呂 

 

 

  トイレ     キッチン    キッチン洗面台 

 

 

  

  農菜園じゃがいも 
  

 農菜園そらまめ 
 
  農菜園で採れた 

  絹さや・いちご 
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ご利用料金 

月額費用 料 金  備 考  

 賃 料   33,000 円～ 

 33,000 円 ２部屋 

 35,000 円 ６部屋 

 37,000 円 ２部屋 

 管理料   36,000 円   維持管理費・水道代・電気代 

生活支援 

サービス 
  25,000 円  

 ・安否確認  ・緊急通報 

 ・生活相談  ・介護相談 

 ・健康管理  ・フロント  

 食 費   42,000 円   1 日 1,400 円 

 合 計  136,000 円～ 

 136,000 円 ２部屋 

 138,000 円 ６部屋 

 140,000 円 ２部屋 

入居時費用 料 金  備 考  

敷 金   70,000 円   

  入居手数料   31,500 円    

 合 計  101,500 円   別途、火災保険料がかかります 

 

入居対象者 

 概ね 60 歳以上の女性で自立・要支援・要介護／日常生活において共同生活に支障がない

方 

 

ご入居の流れ 

１.お問い合わせ 

まずは、お気軽にお問合せ下さい。 

２.ご見学・ご相談 

ぜひ一度ご見学にお越しください。 

オードリー内のご案内、オードリーでの生活についてご説明させていただきます。 

（事前にご希望日時をご連絡ください） 

３.お申し込み 

入居申込書をご記入・ご提出ください。 

４.面談 

ご本人様とご家族様にお会いし、日常生活のご様子やご要望についてお伺いいたし

ます。 

５.入居審査 
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入居審査によりましては、ご希望に添いかねる場合もございますのでご了承くださ

い。 

入居の可否をご連絡さしあげます。 

６.ご契約 

契約書等の説明をさせていただいた上でご契約となります。ご契約には、連帯保証

人・身元引受人様が必要となります。 

７.ご入居 

いままでお使いの家具等、お持ちください。スタッフ一同お待ちしております。 
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自然と共に暮らす老後 

   

 

緑豊かな 

新潟市南区で 

共に暮らして 

みませんか  

 

 

 

   
 住み慣れた地元新潟県民はもちろんの事、ご結婚やお仕事の都合で生まれ育

った新潟を離れた方々も、緑豊かな新潟市南区（旧白根市）で自然と共にゆっ

たりとした時間の中で共に暮らしてみませんか。 
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これからの高齢者社会 

高齢化の現状 

 平成 21 年 10 月 1 日付の総務省の統計によりますと、 

＜65 歳～74 歳の人口＞総人口に占める割合は、12.0％ 

＜75 歳以上の人口＞ 総人口に占める割合は、10.8％ 

合計すると、65 歳以上の人口は、総人口の 22％を超え、5 人に 1 人が高齢者という現

状です。 

 今後、総人口が減少に向かう中でも高齢化率は上昇し続け、少子高齢化社会がます

ます拡大する事は言うまでもありません。 

 

高齢者世帯 

 65 歳以上の高齢者のいる世帯は、全世帯の 4 割を超えています。三世代同居世帯は

減少傾向にあり、高齢者の一人暮らし世帯・老夫婦のみ世帯・老夫婦と未婚の子供世

帯は、増加傾向にあります。 

 

高齢者の健康 

 このような高齢化社会が進む中、介護や支援を必要とする高齢者は増えつづけてい

ます。とりわけて女性が介護者となる場合が多く、介護する側もされる側も 60 歳を越

えている場合も多く、いわゆる「老老介護」も増加傾向にあります。 

 

高齢者の交流 

 60 歳以上の高齢者のご近所付き合いは 20 年前と比べ 

「親しく付き合っている」64.4%→43.0%と 21.4%減少、 

「あいさつを交わす程度」30.7％→51.2％と 20.5％増加しています。以前と比べて、ご

近所付き合いが希薄になってきている事が伺えます。 

 また、一人暮らしの方・健康状態があまりよくない方・暮らし向きの苦しい方は、近

所付き合いが少なく、困った時に頼れる人がそばにいない等、孤独感を感じている場

合が多く見うけられます。 

 

これからの高齢化社会で求められる事・目指す事 

 このように高齢化社会が急速に進む中で、独りで不安を抱えながら生活をしている

高齢者も増えていくと予想される中で、高齢者の自立支援、さらには介護を必要とし

ない健康で活力ある生活を送る事が求められてきます。 

 オードリー敷地内の農菜園での農作業を通じて、体力維持をはかり、介護を必要と

せず健康で活力ある生活を送れる事を目指します。 

 また、共同生活をする事で独り暮らしの寂しさや不安を解消し、農菜園での作業や

収穫祭等のイベントを通じて地域の方々との交流を促し、地域に根ざした生活を目指

します。 
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４) 効果（入居者の声・自治体の声など） 
 

 入居者は、高齢者専用賃貸住宅について、事前にはほとんど知識がない。また、“施設”

のイメージが強く、“決まり”が多いのではないか、どう暮らしていけばいいのかがわ

からない等、不安を覚える人が多い。一定期間居住してみて初めて、ここは自分の家

であり、三度の食事の時間以外は、暮らしたいように暮せばいいのだということがわ

かってくる。 

 入居を検討される方の中では、とにかく既存の“施設”に対するネガティブなイメー

ジが強く、それを払拭するのに非常に時間がかかる。オードリーでの生活に満足した

入居者が、新たに入居を検討している方に対して、高齢者住宅の“実際”を伝えるこ

とで、不安の払拭につながっていくような好循環を生んでいきたい。そのためには、実

績が非常に重要である。 

 

 昨年度の入居者は、農作業にはあまり関心を示さない方々だった。ただし、食や料理

については関心が高く、共通の話題として会話を盛り上げていた。今年度入居者に

は、要介護度が低く、農作業を楽しみにしている方がいるので、職員と一緒に農作業

を行ってもらっている。ただし、それも強制ではなく、自分で選択して実施してもら

っている。 

 

 入居者の多くが農家の出身であり農作業への抵抗がないこと、食や料理については女

性ならではのこだわりがあることから、農業自体が共通の話題となって、コミュニケ

ーションを円滑化している。農業地域ではない都市部においても「食」「料理」という

切り口を取れば、入居者の方が関与しやすくなると思う。 

 

５) 現状の課題 
 

 まずは、地についた活動にすることが重要である。それなしに入居者募集活動を拡大

することはできない。その後、ネットワークづくりをさらに進めて、地域に浸透して

いきたい。 

 介護保険制度が始まって久しいため、介護業界はある程度システマティックに物事を

進めているものと思っていたが、一旦この業界に足を入れてみると、まだまだ試行錯

誤の段階にあることが分かった。オードリーも試行錯誤を繰り返しながら、徐々に活

動を充実させていくことになる。 

 

 オードリーが提供するサービスについては明確にしている。現在、サービス付高齢者
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住宅に申請中ではあるものの、ここでは訪問介護サービスがついていない。各入居者

とも不足するサービスは訪問介護サービスを活用したり、ご家族に頼んだりしている

ので、問題は生じていない。ただ、入居者の中に、“いつも接している職員に訪問介護

サービスもしてもらえると安心”という要望が強くなっていることも認識している。

このような要望に対して、応えていかねばならない時期が来ると思う。 

 

 入居者数が多くなるほど、ニーズも多様になっていく。現体制でこれに対応していく

には課題も多い。入居者の要望に的確に対応していくには、10 名程度（昔の大家族の

イメージ）が、目が行き届く限度ではないかと思っている。 

 法改正も進む中、いかに高齢者の声に応えていくかを基準に、手がけるサービスを選

択していく。 

 

 入居者募集活動をどのように展開していくかが今後の課題である。ホームページも立

ち上げたが、ホームページはただ立ち上げただけでは反応がないことが実証されてし

まった。フェースブック等で情報を発信しながらも、地域とのつながりを大事にして

いくという、多様な展開が重要である。 

 高齢者住宅側が一生懸命アピールしても伝わらないことも多い。入居者や介護関係者

等の利害関係のない人・機関による情報提供が進まないと、入居を決断する人も増え

ていかない。 

 

６) 行政に対する意見 
 

 介護サービスも高齢者住宅も、トータルで考えることが原則である。介護制度、住宅

を別々で最適化しても、生活者の生活全般を考えたものでないと、制度自体が生かさ

れないのではないか。 

 まだ、介護保険の制度は一般の方々にはまだまだ理解されていないように感じる。業

界の方も知らない制度が多く、高齢者住宅などの新たな制度・サービスも認知には時

間がかかると感じている。 

 

 オードリーの収入は全て賃貸料である。国土交通省のモデル事業として建設時に建物

の建築費用の 1 割を補助してもらったが、ランニングコストへの補助はもらっていな

い。経営としては厳しい状況である。先導的な建物・取組であるため、社会に認知・

受容されるまでは時間がかかり、リスクがあることは承知しているが、将来的に必要

とされる事業である。近年、法改正等もあり徐々に周知が進んできているが、社会に

受容されるまでの時間がかかればかかるほど、事業者にとってはリスクが大きくなる。 
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 モデル事業に採択されたことによる広告効果、認知度向上効果は、実際にはあまりな

かった。国が一企業の営業活動を特に力を入れて支援することができないことは理解

しているが、モデル事業自体の存在をもっとアピールし、高齢者専用賃貸住宅の認知

度向上、国民の関心喚起に向けた努力をしてほしかったと考えている。事業者が努力

していて、それを関係者、行政等が応援しているという状況をつくっていただきたい。 
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参考：オードリーの写真 

＜オードリーの全体外観＞ 

 

 

＜付随している農菜園＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜オードリーの居室部屋＞ 
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参考：高齢者共同住宅オードリーの全体概要 

 

事業提案名  農菜園と地域密着型高齢者共同住宅 

提案の方法  個別提案 

事業の種類  ・ 住宅・施設の整備（住宅）  

1棟10戸  

・ 技術の検証  

・ 情報提供及び普及  

代表提案者  

（共同提案者）  

八城商事株式会社  

（㈱羽二生建築設計事務所、㈱ウエルケア新津、生活設計企

画office kiki建築士事務所）  

居住形態  共同住宅  

事業実施箇所 新潟県新潟市南区 

整備区分 新築 
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【提案の概要】  

新潟県新潟市の郊外部において、60 歳以上の女性を対象とした農作業従事をテーマとす

る賃貸住宅を整備する事業。住宅敷地内に設置される農菜園での農作業を通じて、健康で活

力ある生活を送れるような住宅整備を目指すもの。  

入居者自身が介護を必要とせずに人生を送れるよう、また独り暮らしでも寂しさを感じるこ

となく、自立した生活が送れるよう、農作業を行ったり、近隣の農家など地域との交流の取

り組みを進め、農菜園が付設された地域密着型の共同住宅が高齢者の生活にとっていかに効

果があるかを検証する事業である。  

また、農菜園での経験や地域との交流を通じて、さらに近隣の農家や今後近隣で開園が予

定されるアグリパーク等での農業への従事によって、高齢者自身が健康の維持増進と収入の

確保を図ることも計画している。  

 

【事業の背景】  

今後団塊の世代が高齢化することで、介護保険制度をはじめ、制度上さまざまな問題が生

じてくると考えられる。独りで不安を抱えながら生活をしている高齢者も増えてくると予想

される中で、高齢者の自立支援、さらには介護を必要としない健康で活力ある生活を送るこ

とが求められている。  

こうした課題に対して、本事業は、農菜園における農作業を通じた地域密着型の生活を提

供し、これが高齢者の生活の不安解消や自立にいかに効果があるかを検証する事業である。 

 

【事業の概要】  

《住宅整備の内容》  

共同住宅は全戸10戸、木造1階建ての施設で、一般住宅の感覚で健康で長く生活をしたい

と思える建物とする。住宅が小規模であるため、入居者自身も家族的雰囲気を共有しなが

ら、1人暮らしによる不安を解消するような配慮を行う。  

入居者は健常者の女性高齢者が想定されており、キッチン、浴室、トイレ等を備えたプラ

イバシーを尊重した居室とする。高齢者のためのバリアフリーへの配慮、環境と安全を考え

たオール電化、IHキッチン、床暖房が設置され、農作業を行うため、外からの出入り・休憩

が可能なスペースなどが設置を設置する。  

共同住宅のイメージ 
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居室イメージ（左図）と住宅整備の概要  

 

 全景はモダン和風をイメージした木

造 1棟建、1棟 10 室を整備 

 入居者は女性のため居室、キッチ

ン、浴室、洗面、トイレ、収納を備え

た 1室 26.50 ㎡の広さ 

 食堂は憩いの場所、畳のコーナーはく

つろぎ、趣味を兼ねたスペースとする

 高齢化を考えて、全てバリアフリ

ー、出入り口は引き戸、廊下は 1.6m

の幅をもたせる 

 農作業をするため外からの出入り休

憩が可能なスペースを設置 

 環境と安全を考えてオール電化、キッ

チンは IH、床暖房を設置 

 屋根はカラー鉄板で太陽光発電シス

テムを設置。太陽光発電システムを設

置することで環境エネルギーに貢献

することができ、屋根温度を夏はマイ

ナス 10 度涼しく、冬はプラス 5 度暖

かくするメリットがある 

《技術の検証》 

 本事業では、共同住宅の整備に加えて、農菜園と高齢者共同住宅が、どの程度地域に

密着、定着し、高齢者と地域の活性化に役割を果たすかについて、また農菜園を活用

した食料の地産地消及び共同生活が、高齢者の健康的で活力ある生活にどのように効

果的に作用するかについて検証を行う。 

 このため、共同住宅の敷地内に農菜園を整備することに加えて、農作業を行うための

農機具の用意、近隣農家等への指導協力の要請等を行い、共同住宅居住者の農業活動

を支援する体制を整備する。 

 また、収穫できた野菜は食堂で調理して食事として提供するほか、自炊の食材として

活用する。 

 なお、検証にあたっては、農作業を行う共同住宅居住者と、それ以外の単身者の介護

の必要性の違い等について検証を行う。また、近隣農家等で働ける場所を確保するこ

とが可能かどうか等についても、その検証を行う。 

バルコニー 

居間（８帖） 

クロー 
ゼット 

WC 

浴

室

出

入

口

収

納

台

所
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食事の提供等 

 月 火 水 木 金 土 日 

朝食 自炊 自炊 自炊 自炊 

昼食 食堂 食堂 食堂 食堂 

夕食 食堂 食堂 食堂 食堂 

自炊 自炊 自炊 

 

《情報提供および普及》  

本事業においては、同事業の展開の様子をホームページを通じて情報提供するほか、地

域との交流を通じた地域住民への情報提供を行う。また、収穫祭等のイベントなどを行

い、事業の内容を広く普及する。  

なお、新潟市では、本事業を実施する南区において（仮称）アグリパーク・国際農業研

修センター整備事業を実施しており、平成 24 年度に開園予定となっている。この開園に対

して同事業との連携をはかり、入居者が同アグリパークで雇用可能かどうかといった点に

ついても検証を行う予定である。  
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（５） 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会 

 

１) 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会の概要 
 当法人は、大阪市西成区の北西部を中心に、15 年前から活動している。当初は、障害

者の支援を行政から委託を受けて実施していた。障害者の人権活動が、当法人の原点

である。その中で、高齢者の方への取り組みも行うようになっていった。 

 ソーシャルインクルージョンを大きな目標として活動している。これは、社会的排除

を受けている人たちに対して包括的に支援していこうということが中心的な考え方で

ある。 

 ソーシャルインクルージョンを構成する要素として、自立・参加・共生が大きなテー

マである。これは、どのような状態の人であっても、自立的な生活を行い、社会に参

加して、社会のメンバーと共生していこうという理念である。 

 事業の展開によって、例えば大きな事業などは西成区に限らずに他の地域も含んだ形

で展開していく可能性もある。 

 必要とされるニーズをしっかり把握して、必要な地域で活動を展開する必要があると

考えている。ただし、地域の人たちによって設立されたという経緯があるので、おそ

らく今後も引き続き、西成区が活動の中心になると想定される。 
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２) 「アイビスコート」（密集市街におけるまちづくりエンアパートメント）開設に至った背景・問題意識 
 

 「アイビスコート」（密集市街におけるまちづくりエンアパートメント）は、平成 21

年度の国土交通省モデル事業（平成 21 年度 第 1回 高齢者居住安定化モデル事業）に

採択されて、取り組みを始めたものである。 

 西成区北西部は面積 1.24 ㎡に人口が 1万 7千人存在しており、人口密度は大阪市全体

よりも大きい。また、国からは老朽密集市街地域と認定されており、住宅問題が大き

な課題となっている。昨年の大震災を考えても、特に高齢者の住宅問題をどのように

解決していくかは大きな問題となっていた。この地域は、大きな地震が発生すれば、全

ての家屋が倒壊していしまうと言われる状況であった。 

 路地の住宅は、道路も狭いし、救急車も入り込めない地域が多い。 

 そのような状況下で、住宅のあり方を考えていかないといけないのではないかと、か

ねてから法人として検討していた。 

 高齢化については、西成区は高齢化が進んでおり、全国平均および大阪市の平均が 22％

なのに対して、西成区の高齢化率は 32.7％に達している。また、単身高齢者世帯の割

合も高く、家族の縁（つながり）や近所との縁（つながり）が確立されにくい状況に

ある。その中で、高齢者の住まいのあり方をきちんと考えていかないといけないとい

う問題認識があった。 

 西成区は平均寿命も短く、特に男性の平均寿命が短い状況である。寿命が短いのは、環

境面の要因や食生活のあり方、生活の孤立などが原因ではないかと考えている。 

 西成区では、5人に 1人が生活保護を受給しており、貧困の問題も大きな課題である。 

 また、自殺率を見ても、全国の 4 倍、大阪市全体の 1.5 倍に達しており、大きな課題

となっている。自殺率の要因としては、居場所がないという問題が大きいのではない

かと考えている。 

 以上のような問題意識を持って、まちづくりエンアパートメントの事業（高齢者住宅

の事業）に取り組むようになった。 

 国土交通省のモデル事業で具体化した事業であるが、高齢者や障害者の住まいという

ことについては、法人全体としても考えてきて、他の事業で取り組んできたこともあ

り、モデル事業以前から構想していたものである。ちょうどよいタイミングでモデル

事業の話が出てきたので、うまく乗ることができた。 
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３) アイビスコートの開設までの経緯（機関・段取りなど） 
 

 高齢者住宅を立ち上げることになって、まず土地を手当てすることになった。アイビ

スコートが建っている土地は、もともとは文化温泉（銭湯）の跡地である。その銭湯

は、地域の居住環境を高めるために、地域の方々が資金を出し合って作ったものであ

る。しかし、施設・設備も古くなってきたので、銭湯そのものは道路の向かい側に移

転して、更地にされていた。その跡地をどのように活用しようかという議論を地域で

行っていた。 

 そうした中で、地域のまとめ役の団体が、この土地を有効活用するということで、活

用プランの公募を行った。そこに当法人が手を上げて、事業を展開するに至ったもの

である。土地は、全て当法人に寄付された（以上の時期は、国土交通省モデル事業に

採択されることが決まった平成 21 年度の時である）。 

 それから建物を建てて、完成したのは昨年（2011 年 4 月）である。そこから入居を募

集して、本格的に事業を開始した。 

 当初は、適合高専賃という形で登録した。大阪府の場合は、当時、適合高専賃には、介

護保険の利用者でないと入居できないことになっていた。しかし、介護保険を利用し

ない高齢者でも入居できるように、大阪府とも相談した結果、条例を改正してもら

い、特定入居者介護をとらない形の高専賃ということにして頂き、その形で入居をス

タートした。 

 現在は、サービス付き高齢者住宅という位置付けで登録するように、大阪市とは協議

をしている。 

 まちづくりエンアパートメントについては、当法人だけで方向性を決めるのではな

く、地域の人たちも参加する形で運営ネットワークを構築して、事業を進めている。 
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４) 高齢者共同住宅（アイビスコート）の概要 
 

 アイビスコートは全部で 28 戸ある。現在の段階で、入居率は 87％である。 

 募集の段階で高齢者を対象にした形にしているので、入居している人はほとんど高齢

者である。 

 夫婦での居住が 1 世帯、子どもと同居しているケースが 1 世帯、それ以外は全て単身

世帯である。 

 入居者の 8割が男性である。当地域はもともと男性の単独世帯が多い地域である。 

 当初は西成区以外の人もいたが、最近は西成区内の人が多くなっている。 

 スタートした時点では、他区の人からも問い合わせが多くあり、実際に入居されたケ

ースもあったが、地域が合わない等の要因から入れ替わりがあり、西成区内の入居者

が増えていった。 

 

 公的な補助金は、モデル事業の時のものだけである（建物の建設費の 1割）。あとは、自

己資金や銀行借り入れである。特に、大阪府や大阪市の補助金が入っているわけでは

ない。 

 

 アイビスコートは、入居するだけではなく、交流・遊び・仕事をサービスとして提供

していることが特徴である。 

 5 階のコモンスペースＡが「遊び場」であり、他目的に活用している。茶話会を催した

り、みんなでテレビを見たりという形で日々活用されている。また、当法人の職員で

あるエンサポーター（管理人）が 1 名、日中の時間帯常駐しており、年間を通じてイ

ベントなどを企画・実行している。なお、1階には訪問介護・訪問看護の事業所が配置

されており、職員が 24 時間駐在しているので、夜間何かあった場合には、そちらに連

絡して対応するようになっている（全ての住戸に緊急通報でつながっている）。 

 屋上にはコモンスペースＢとして菜園を設けており、入居者が相談しながら野菜や植

木などを栽培している。一人では難しいことでも、みんなで行えばできることは多い。 

 1 階には仕事場として、店舗（現在はうどん屋さん）にテナントして入ってもらってい

る。その店舗に、入居者の方を雇ってもらう形になっている（スタートした当初は何

名か勤務していた。ただし、現在は勤務している人はいない）。また、地域の団体とし

て生きがい就労事業団という組織があり、そちらと共同して、入居者の仕事をあっせ

んしたりしている（同事業団から具体的な勤務場所に派遣される形になる）。そちらを

通じて就労している人もいる。 

 この地域は、昔から、働くことに関する住民組織が盛んだった。近隣に「あいりん地

区」があることも大きな要因と考えられる。 
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 入居者の中で介護保険を利用しているケースは 2 割くらい。利用しているケースで

も、それほど重度ではなく在宅サービスを活用している人が大半である。 

 

 入居開始から一定の期間が過ぎたので、エンサポーターが声をかけて、入居者組合も

立ち上げている。その中で、入居者が会長・会計など様々な役割を担って、お互いに

支援し合うという取り組みも進めている。入居組合（入居者自身）でアイビスコート

内の運営を進める形になりつつある。入居者組合は月 1 回、定期的に全入居者が集ま

る会合も開いており、そこで、お互いに安否確認等を行っている。それ以外にも、お

隣さん同士などの形で交流が進んでいる。 

 

 2～3 階は高齢者住宅ではなく、認知症グループホームの事業を行っている（入所者は

18 名）。事業としては別のものであるが、高齢者住宅の入居者と認知症グループホーム

の入所者が一緒に屋上の菜園で共同作業するなど、交流がある。高齢者住宅の入居者

にとっては、単に交流するだけではなく、認知症に対する理解が深まるというメリッ

トもある。 

 

 近隣には、病院や診療所があり、当法人も協力関係を構築している。大きな医療機関

は近くにはないが、昔からある医療機関が多い。 
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５) 効果（入居者の声・自治体の声など） 

 入居者については、引っ越してくる前は風呂やトイレも共同の住宅に住んでいた人も

多く、きちんとした住まいに住むことができて有難いという声が多い。 

 また、エンサポーターがいるので安心という声も多い。 

 

６) 現状の課題 
 入居者もどんどん高齢になっていくので、認知症の症状が出た時、あるいは病気にな

って重くなっていった時にどのように対応すればよいかは、今後の課題である。専門

的な知識を持ったスタッフが必要になるかもしれない。住み替えも必要になってくる

可能性があり、その対応をどうするかは今後の検討課題である。 

 立ち上げの時に、ここが「高齢者の施設」であるというイメージが先行してしまった

傾向があり、そのイメージを払拭するのに苦労した。入居者募集の際には、地域包括

支援センターに協力を依頼したり、新聞の折り込み広告を行うなど、サービスを具体

的にＰＲするようにした。少しずつ、地域に浸透していった。 

 高齢者が引っ越すということに、大きな労力が伴うので、それを超えることが難しい。

しかし、問い合わせのあった人に直接説明したり、実際に建物を見て頂くことによっ

て、「ここに住みたい」と思うようにして頂いている。特に、エンサポーターなどが 24

時間対応してくれるという安心の面で信頼が向上してきている。 

 

７) 行政に対する意見 
 地域包括ケアシステムが大きくクローズアップされてきており、建物自体の位置づけ

が国土交通省と厚生労働省の境界領域に存在しているので、そうしたところにも動き

やすくなるようにバックアップをしてほしい。 

 大阪市とも相談することが多いが、窓口は国土交通省系であるが、内容は厚生労働省

系の話しになることが多い。結局、ある１つのことを決めるのに、２つの省庁にそれ

ぞれ独自に確認をとっていかないといけないというケースがある。 
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参考：アイビスコートの写真 

 

＜５階のコモンスペースＡ＞ 

 

 

＜屋上のコモンスペースＢ＞ 
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＜建物の出入り口・・・入居者が自主的に飾り付けを行っている＞ 

 

 

 

＜１階にある「うどん屋さん」・・・入居者の雇用の場となっている＞ 
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（６） 高齢者向け優良賃貸住宅 島原生き生き横丁 

 

１) 開設に至った背景・問題意識 
 

 地方の場合、お年寄りが山間部や郊外に住む理由の多くは、地価等が安いからと言え

る（都会と異なり、快適な住環境を求めて居住している例は少ない）。高齢者向けの施

設が郊外に多いのも中心市街地ではコストが高いからに他ならない。 

 高齢になった時に、社会から隔絶した施設や郊外では過ごしたくない、介護施設等に

行くのに人に来るまで乗せて行ってもらわなければならないような環境では過ごした

くない、日常的に社会・人との関わり合いが持てる場所で過ごしたい、というニーズ

は想像以上に強い。そうしたことが生きがいにもつながるという想いから、中心市街

地に立地する高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の実現を目指した。 

 近年の不況で、島原等では中心市街地と周辺部の地価の差が縮小してきた。また、商

店街には空き店舗が目立つようになってきている。中心市街地においても高齢者住宅

が立地可能な環境が整ってきている。 

 “歩いて暮らせる場所”がキーワードである。その最適な場所は商店街にあった。郊

外型の居住形態もいいが、雨天時に弱い（高齢者が片手でバギーを押しながら傘を差

さねばならない）という面がある。 

 公園、病院、銀行、公共機関、バスセンター、寺町等、高齢者の暮らしに欠かせない

施設等に近接し、商店街にあることで、買い物行動等を通じて地域との交流が日常的

に行われる空間において、高齢者を、一つの施設によってではなく、地域で見守るこ

とが重要である。 

 

２) 開設までの経緯（期間・段取りなど） 
 

 島原生き生き横丁実現のための構想は、平成 6 年頃からスタートしている。島原生き

生き横丁の運営主体である社会福祉法人瑠璃光会の現理事長は、当時、ファイザー製

薬に勤務しており、医療分野で業務を手掛ける中、日本財団の「ケアポート計画」に

出会い感銘を受けた。ケアポート計画では、日常生活用の道路を取り込んだまちづく

りを構想し、町全体で高齢者をケアするという「コミュニティケア」に重点を置いて

おり、全国 5カ所でモデル事業を進めていた。島原生き生き横丁の計画時においては、ケ

アポートよしだ（島根県旧吉田村、現雲南市）、ケアポートみまき（長野県東御市）等

を参考にした。 

 高齢者福祉にコストが過重にかかる社会では財政が破たんする、元気なお年寄りをい

かに増やしていくかが重要であるというケアポートの概念に共感を得た。 

 瑠璃光会の現理事長は、帰郷後、財団の補助を受け、島原でもケアポート構想の実現
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を図るべく、長崎大学の山下教授の指導も受けながら検討と準備を進めてきたが、補

助要件の中に地域の行政を巻き込んだ計画であることが含まれており、当時まだ 30 代

だったこともあり、周囲の賛同を得られず、申請を断念した（その後、理事長は行政

に対する働きかけが重要であるとの認識から市議選に立候補し当選し、市議会議員と

しても活動している）。 

 平成 5 年頃から、高優賃は国（国土交通省、厚生労働省）の事業として、ハードとソ

フトが一体となった施設として整備されてきた。一方その頃、福祉業界では、グルー

プホームづくりが盛んであり、現理事長のもとには各所から誘いの話が来ていたが、コ

ミュニティケアを理想としていたため、それを断り続けていた。 

 

 そうした中、現理事長の高校の後輩である長崎県建設課長酒井氏（当時、国交省から

の出向）からの打診・要請を受け、県の支援、市の補助金を受けながら、高優賃事業

に参入した。成功モデルをつくり、遅々として進んでいなかった高優賃事業の普及に

貢献することが、当初の大きな目的だった。平成 17 年着工、平成 18 年度オープンし

て現在に至っている。 

 立地場所は、地元の有力スーパーの跡地である。スーパーが倒産し、空き屋になって

いたところを活用した。昔は坪 80 万円くらいのところであったが、購入時には坪 15

万円まで下がっていた。なお、現理事長の本業は不動産業である。不動産業としては、現

在の立地については、他の高齢者住宅には負けないという自負を持っている。 

 

 島原生き生き横丁の事業をスタートするに当たって、まず、地域、婦人会、町内会を

集めて、高齢者賃貸住宅とは何かについてきちんと説明をした。説明は、現理事長自

らが行い、問合せが入れば、現理事長自ら必ず対応した。異なる人が少しでも異なる

説明をしてしまうと、誤解の元となるためである。最初に統一的な内容をきちんと説

明することで、説明を受けた方が周囲に話を広めてくれるという好循環にも恵まれた。 

 

 入居者の募集も現理事長自ら関係各方面に足を運ぶなどして行い、開設当初から 100％

に近い入居率となった。現在、入居待ち状況が続いている。当初は他市からの定住目

的の方もいるかと思ったが、存外市内での住み替えが多かった（公営・市営住宅から

の入居等）。 

 

３) 共同住宅概要 
 

 島原生き生き横丁は、商店街の空きスペースを活用した高齢者向け優良賃貸住宅（高

優賃）である。1F はデイサービスセンターや喫茶コーナーが入っており、2F～5F が高

齢者向け優良賃貸住宅となっている。老人ホーム等と異なり、高齢者が元気に安全で
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安心して居住できるようにバリアフリー化された高齢者専用の賃貸マンションである。

1DK（36 ㎡）が 18 戸、2DK（54 ㎡）が 6戸の計 24 個となっている。 

 

 近隣に病院や公園、商店街も充実し、暮らしやすさという点からは非常に恵まれた立

地である。アーケードやエレベーターがあるので、雨天時や車いす生活を余儀なくさ

れても、安心して住み続けることができる。 

 

 1F にはデイサービスセンターを併設しており、安否確認や生活相談を受ける介護スタ

ッフが 24 時間常駐する。瑠璃光会では平成 6年から他の地域でデイサービス事業を手

掛けており、運営のノウハウを有していたことや、デイサービスも含めた複合施設に

した方が行政からの補助率が高い、といったことも要因として設置されたものである。 

 

 1F には喫茶コーナーが設けられている。商店街に、お年寄りの休憩場所・交流場所と

なる“緑茶が楽しめる喫茶店”をつくるために設置した。また将来的には、障害を持

った子供たちの就労の場所にし、高齢者との交流を生み出したいという構想も持って

いる。現状の喫茶コーナーはデイサービスの区画として設置されているため、障害者

就労の事業を実施することはできないが、市議会議員として活動する中で、そのよう

な規制の緩和に向けて働きかけようとしている。 

 スウェーデンのデイサービスでは、市民が昼食を食べに立ち寄って、入居者と一緒に

食事しており、“開かれた施設”が実現している。福祉施設といえども、町に溶け込ま

ないと、市民は入り込みにくく、結局は地域の中でブラックボックス化してしまう危

険性があり、存在価値が失われるケースも出てくる。市民が高齢者住宅に立ち寄る“用

事”が必要であるため、喫茶コーナーを設けた。 

 

 居室には緊急ブザーや水センサー等を設置し、予期せぬ事態が起きても対応できる体

制をとっている。食事や介護サービス等も必要な時に必要な分だけ受けられる。水の

出しっ放し等が多く起こるが警報が鳴り駆けつけることで適切な対応をとることがで

きる。 

 ホームヘルパーのサービスを導入している入居者もいるが、地元の方が多いこともあ

り、ほとんどの方は家族がケアをしている。 

 

 現在、入居者 24 名の平均年齢は 84 歳強である。 

 

 国の支援により、入居者の収入に応じて家賃補助があり、比較的安い負担で入居可能

である。  

 街なかにおける医商工連携の実現に向け、福祉は何を担えるのかという観点から、複
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数の視察を受けている（これまでに、大学や行政、外国からの視察も受け入れている）。 

 

 交流促進への取組については、①地域と入居者との交流、②入居者同士の交流の二つ

に分けられる。①については、商店街に立地していると、特に注力しなくても、入居

者の買物等を通じて、普段から交わりや会話が生じ、それを狙いとしている。②につ

いては、忘年会、新年会、餅つき等の行事を開催してきたが、入居者の 1/3 程度はこ

のようなイベントを好むが、その他の方にはかえって苦痛となっている状況がみられ

た。そのため、入居者同士の交流イベントについては現在、かなり頻度を減らしてい

る。利用者ニーズに対応し、施設とは異なる、プライバシー重視、自由さ重視の運営

を進めている（交流イベントが好きな方はむしろ施設を好む傾向もみられる）。 
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島原生き生き横丁の入居者負担額 

 

入居者の月額所得 1DK 2DK 

123,000 円以下 28,300 円 42,500 円 

123,000 円を超え 

153,000 円以下 
31,800 円 47,700 円 

153,000 円を超え 

178,000 円以下 
34,800 円 52,200 円 

178,000 円を超え 

200,000 円以下 
37,200 円 55,800 円 

200,000 円を超え 

238,000 円以下 
40,300 円 60,000 円 

238,000 円を超え 

268,000 円以下 
43,800 円 60,000 円 

268,000 円を超えた場合 43,800 円 60,000 円 

※共益費 5,000 円、緊急通報体制費 5,000 円が別途加算される。 

 

 

平成 23 年 8 月時点における入居者の状況 

 

5 階 
女性 

70 歳 

女性 

92 歳 

女性 

74 歳 

女性 

84 歳 

女性 

82 歳 

女性 

88 歳 

女性 

70 歳 

4 階 
女性 

87 歳 

女性 

90 歳 

女性 

95 歳 

女性 

69 歳 

男性 84 歳

女性 83 歳

（夫婦） 

女性 

83 歳 
 

3 階 
女性 

88 歳 

女性 

82 歳 

女性 

88 歳 

女性 

87 歳 

女性 

89 歳 

女性 

81 歳 
 

2 階 
女性 

88 歳 

女性 

74 歳 

女性 

82 歳 

女性 

96 歳 

女性 98 歳

＋子ども 
  

入居者数 25 名 平均年齢 84 歳 
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島原生き生き横丁の部屋のタイプ（2種類） 
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４) 効果（入居者の声・自治体の声など） 

 

 入居者はほとんどの買い物を商店街で済ます。大きな額の買い物ではないが、商店街

の活性化に一役買っている。 

 

 入居している高齢者からは、ここで暮らすことにより、自分らしい生活ができるとい

う声が出ている。出前、惣菜、弁当等バラエティのある食事を楽しめるし、いつ寝て

もよい。我慢しない、気兼ねしないという点が重要である。高齢者は自分の息子や娘

にもなにかと気兼ねをしているが、これから解放されるメリットは大きい。 

 一方、新聞は自分で新聞受けまで新聞を取りに行かなければならない形にしてある。

新聞を取りに来た際には、商店街の方や他の入居者と触れ合う可能性が高いので、見

た目にも気を使わなければならない。これらは生活の“張り”として重要なため、手

助けをしすぎない（上げ全据え膳にしすぎない）ようにしている。 

 

 病気になれば入院はするが、部屋代を払っていれば、戻るべき家はなくならないとい

う安心感がある。デイサービスを併設しているので、社会的入院防止に対しても有効

である。 

 

 基本的には賃貸住宅ビジネスであるため、収支的には、大きく儲かることはないが、赤

字も出にくい。ただし、建物にコストをかけ過ぎると赤字になるため、コストをかけ

る部分と不要な部分とのメリハリをつけることが重要である。現理事長は、デイサー

ビスを手掛けた際にコストが大きくかかったのを機に建築方面も勉強しており、島原

生き生き横丁の建設時に設計師や建築事業者と対等に話ができ、主導権をとれること

につながったため、コストダウンが可能となっている。（もともと不動産事業を営んで

いたという面も大きな要素である。） 

 

５) 現状の課題、今後の方向性 
 

 時間とともに入居者の年齢も必ず上がっていく。入居者の年齢層が上がってくると介

護サービスを必要とする人も増えてくる。高齢者住宅を“終の棲み家”としたいが、問

題は認知症の発生である。島原生き生き横丁は“自立型”の方を対象とするのが原則

なので、認知症が発症してしまうと住み続けることが困難となる。これまで、病院や

グループホームに転居する方が数世帯あった。 

 

 一方、島原生き生き横丁は、特定施設入居（所）者生活介護の制度を活用すると、そ

のまま特定施設（介護付き有料老人ホーム）になる条件を満たしている（設備等の仕
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様は基準を満たしている）。しかし、老人ホームにすると配置すべき職員数が増え、コ

ストアップ要因となるし、1世帯のみでしか介護サービスが必要でない場合にも、全世

帯に制度が適用されるなど、社会全体のコストとして非効率な面がある。そのため、 

 介護サービスを必要とする入居者には、介護付き有料老人ホームとしての対応もして

あげたいという考えもあるが、それを行うとなると、全施設の入居料や地域全体の介

護保険料の増加につながってしまう。どのようにサービスを展開していくかは検討中

であり、大きなジレンマである。 

 

 島原生き生き横丁に入居待ちしている高齢者が増えている状況を受け、新たな高齢者

住宅を設置すべく、通りのはす向かいに土地を購入した。新たな高齢者住宅は、認知

症になった方も暮らすことができるように、老人介護施設とアパートを隣接したもの

となる予定であった。島原生き生き横丁が成功したため、県も支援してくれたが、そ

の後県の財政が悪化し、補助金が出せなくなってしまったため、計画がとん挫した。

現在では、敷地の半分を近隣の病院に売却し、その病院が介護療養型（転換型）の老

健施設を建設している。 

 

６) 行政に対する意見 
 

 高齢者には“上げ膳据え膳”がよいだろうという安易な考えが高齢者の自立を阻むこ

とがある。手助けしすぎないことが重要であるという認識を持って、今後の施策検討

を行って頂きたい。 

 

 生活保護が市町村の財政を圧迫している現在、生活保護の必要がないように、高齢者

に働く場を提供することも重要である。石見銀山が近いケアポートよしだでは、高齢

者に包丁を研ぐ仕事を提供し、1本につき数百円という額ではあるが報酬を支払ってい

る。製鉄に携わった経験のある高齢者にとっては、包丁研ぎは得意分野である。こう

した事業は、単なるボランティアでは継続しない。少額でも、参加する高齢者本人の

収入になることが生きがいや喜びにつながる。 

 

 島原生き生き横丁のような取り組みは、国土交通省と厚生労働省の管轄の狭間の事業

であり、整理が必要なケースも出ている。厚労省の制度では、島原生き生き横丁に入

居者のための生活相談員を配置することができ、生活相談員の費用も公的な補助が受

けられることになっているが、一方で、島原市の発想は「自立した人の賃貸住宅にな

ぜ生活相談員を置くのか」というレベルであり、補助金をつけるのに消極的だったた

め、島原生き生き横丁では、生活相談員を瑠璃光会が自費で配置している。この方々

がいるから、入居者 24 時間安心して暮らすことができているという効果は大きいの
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で、市にも費用負担の意義を認めてほしいと考えている。 

 

 国交省は高齢者の街なか居住を進めようとしているが、そのために必要なサービスは

厚労省の管轄下にあるものが多い。従って、もし社会保障のコストを低減するため

に、地域全体として高齢者の街なか居住を進めていくということであれば、厚労省に

は市街地における安心を与えるためのソフトが普及していくように、県や市町村を啓

発してもらいたいし、厚労省と国土交通省がより一層協力・連携していくことを期待

している。街なか居住を進める中で、一定の住民数ごとに介護ステーションを設け、そ

こにいる介護員がエリアの高齢者ケアを担当していくという仕組みを定着させていけ

ば、もっと高齢者の街なか居住は進んでいくはずである。このようなサービスの収支

が合うように資金を投入していくことが必要である。そのような成功モデルを立ち上

げて、効果を周知・ＰＲすることで、全国的に普及促進を図ってもらいたい。介護ス

テーションを実践する事業者側にとっても、近隣の高齢者を相当数まとめて担当とす

ることで、効率的な運営が可能となる。 

 鉄筋コンクリートのマンションを建てることができる事業者は少ないが、アパートな

らより多くの事業者が建設可能である。その入居者すべてを高齢者にするというのは

難しいが、そこに一定の割合で高齢者が居住しており、これをエリア担当の介護員が

巡回してケアするサービスを展開して、そうした事業に対して、補助を拠出するとい

う仕組みが成立することが望ましい。これが地域全体で介護コストを下げることにつ

ながる。 

 以上のようなことは一例であるが、ある建物に居住する人すべてに同サービスを機械

的に提供するのではなく、“必要な方に必要なサービスを”という施策の枠組みを検討

してほしい。 
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参考：島原生き生き横丁の写真 

 

外観 

 

 

入口 
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立地する商店街

（右建物が入口） 
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立地する商店街 

（奥が島原生き生き横丁）

 

 

併設するデイサービスセン

ター 

 

 

喫茶スペース 
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部屋 

 

 

シンプルなキッチ

ン 

 

 

屋上菜園 
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※入居者の生きがいづくりを考えて設置されている。ただし、入居者からは、「これまで農

作業に従事してきたので、もう菜園はやりたくない」という声が出るケースもあるとのこ

と。都会と農村部では、高齢者の意識にも差がある。 
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参考：社会福祉法人瑠璃光会のパンフレット 
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（２） 高齢者同居者調査 
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